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29 

序

に

か

え

て

北
宋
の
君
主
濁
裁
は
、
歴
代
皇
帝
の
資
質
、
あ
る
い
は
個
々
の
確
乎
た
る
強
権
志
向
の
成
果
で
あ
る
よ
り
は
、
最
終
的
決
定
権
が
君
主
の
み

に
蹄
す
そ
の
制
度
が
然
ら
し
め
た
。
元
一
耐
の
諌
官
古
租
百
円
が
危
倶
し
た
宰
相
旦
口
大
防
の
「
専
制
朝
権
」
は
吏
額
房
、
特
に
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
生

起
し
た
、
李
寮
の
所
謂
「
銀
黄
誤
下
中
書
」
に
お
い
て
具
現
す
る
。
だ
が
組
前
向
も
士
大
夫
と
の
協
議
に
お
け
る
大
防
の
泊
極
性
と
膏
吏
へ
の
依

29 

存
を
、
「
専
制
」
の
兆
候
と
み
な
し
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
以
外
の
強
権
志
向
の
具
瞳
例
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
協
議
に
お
け
る
泊
極

性
と
膏
吏
へ
の
依
存
は
、
い
わ
ば
盾
の
雨
面
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
の
必
然
的
結
果
で
も
あ
る
。
だ
が
車
な
る
消
極
性
が
た
だ
ち
に
「
専
制
」
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を
結
果
す
る
と
組
再
が
み
な
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
飛
躍
が
過
ぎ
る
。
然
る
べ
き
契
機
、
こ
と
ば
を
か
え
れ
ば
消
極
性
と
い
う
鰯
媒
さ
え
あ
れ
ば
、

た
だ
ち
に
「
専
制
」
が
具
現
す
る
候
件
が
具
備
さ
れ
て
い
る
、
租
再
の
認
識
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
僚
件
と
は
君
主
の
場
合
同
様
制
度
、
元
一
桁
の

三
省
制
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
 

い
く
つ
か
の
奮
稿
に
お
い
て
、
元
幽
一
一
旦
五
年
(
一

O
八
二
)
の
新
官
制
(
職
事
官
住
系
)
施
行
に
件
い
宰
相
の
職
権
が
、
執
政
官
以
下
の
官
僚
集

圏
か
ら
突
出
す
る
に
至
っ
た
事
賓
を
論
誼
し
た
。
折
口
宗
朝
初
元
豊
の
制
に
饗
改
が
加
え
ら
れ
、
本
来
中
主
目
省
に
属
し
た
進
擬
権
が
、
三
省
全
構

成
員
に
開
放
さ
れ
た
。
特
に
首
相
(
尚
書
左
僕
射
粂
門
下
侍
郎
)
は
こ
れ
に
よ
り
三
省
す
べ
て
に
渉
る
職
権
を
獲
得
し
、
中
主
目
省
の
存
在
音

相
封
的
に
稀
薄
と
な
っ
た
。
就
中
首
相
が
濁
員
|
|
次
相
(
右
僕
射
粂
中
書
侍
郎
)
が
闘
員
|
|
の
場
合
、
そ
の
濁
走
を
一
一
一
省
執
政
官
は
抑
止
し

難
い
。
中
書
侍
郎
は
依
然
進
擬
擢
し
か
有
た
ず
、
門
下
侍
郎
・
向
書
左
右
丞
に
封
し
首
相
は
組
織
上
そ
の
上
長
で
あ
る
か
ら
。
首
相
が
執
政
官

と
の
合
意
形
成
を
尊
重
す
る
、
具
睦
的
に
は
宰
執
の
衆
議
が
適
正
か
つ
健
全
に
運
管
さ
れ
れ
ば
、
濁
走
は
防
逼
さ
れ
う
る
。
適
正
か
つ
健
全
な
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運
営
と
は
、
釘
等
の
護
言
権
、
全
員
一
致
等
の
原
則
を
遵
守
し
つ
つ
議
論
を
霊
く
す
謂
で
あ
る
。
反
面
敢
て
合
意
形
成
を
忌
避
せ
ぬ
ま
で
も
、

軍
に
首
相
が
こ
れ
に
消
極
的
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
随
時
濁
走
は
生
起
し
う
る
。
濁
走
は
批
判
的
な
他
者
か
ら
す
れ
ば
「
専
制
」
で
あ
り
う
る
。

(
2
)
 

組
再
の
「
専
制
」
危
倶
は
大
防
が
濁
員
と
な
っ
た
直
後
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
奮
稿
に
み
た
如
く
首
相
大
防
の
衆
議
運
営
は
、
適
正
か
つ
健
全

と
は
み
な
し
難
い
。
「
録
音
一
課
下
」
を
め
ぐ
る
大
防
の
動
向
は
、
新
た
に
加
え
う
る
そ
の
具
瞳
例
で
も
あ
る
。

「
録
黄
誤
下
」
を
惹
起
し
た
吏
額
房
は
、
同
じ
く
膏
吏
員
数
(
吏
額
)
削
減
に
関
わ
っ
た
裁
減
浮
費
所
と
と
も
に
、
常
設
の
部
局
で
は
な
い
。

一
冗
一
砺
の
政
府
が
直
面
し
た
特
定
問
題
に
封
鹿
せ
し
む
べ
く
設
置
し
た
、
あ
く
ま
で
臨
時
の
そ
れ
で
あ
る
。
雨
者
の
存
麿
の
年
月
は
特
定
で
き
ず
、

ほ
ほ
元
祐
四
年
(
一

O
八
九
)
牛
ば
以
降
の
僅
か
な
期
間
史
料
に
現
わ
れ
る
。
他
と
の
統
属
聞
係
も
確
定
し
難
い
。
浮
費
所
の
所
掌
を
戸
部
に

回
収
せ
よ
と
い
う
論
者
の
要
求
か
ら
す
れ
ば
、
直
属
す
る
上
位
部
局
は
戸
部
で
あ
ろ
う
。
四
名
の
膏
吏
が
構
成
し
た
で
あ
ろ
う
吏
額
房
は
、
こ

れ
を
創
設
し
た
首
相
日
大
防
に
、
専
ら
属
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
定
問
題
と
は
財
政
窮
迫
を
緩
和
す
る
た
め
の
完
費
(
浮
費
)
削
減
で
あ
る
。

吏
額
削
減
は
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。
新
法
を
廃
し
た
一
冗
祐
の
政
府
は
、

ふ
た
つ
の
困
難
を
白
か
ら
招
い
た
。
中
央
政
府
青
吏
給
輿
(
吏
椋
)
財



(
3
)
 

源
の
枯
渇
と
、
新
法
期
に
膨
張
し
た
吏
額
の
飴
剰
化
と
で
あ
る
。
吏
額
削
減
に
は
浮
費
問
題
以
上
の
意
味
を
想
定
し
う
る
。
御
史
上
官
均
は
深

刻
化
し
た
員
多
闘
少
に
鑑
み
、
膏
吏
出
身
等
進
士
出
身
者
以
外
の
任
官
を
抑
制
せ
よ
と
論
ず
る
。
進
士
|
|
特
に
正
奏
名
進
士
|
|
の
闘
(
差

遺
)
獲
得
の
機
舎
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。
奮
法
黛
政
府
が
政
権
支
持
基
盤
の
強
化
を
期
す
な
ら
ば
、
士
大
夫
へ
の
闘
の
安
定
供
給
は
均
の

み
な
ら
ず
政
府
の
願
望
で
も
あ
り
う
る
。
闘
の
紹
封
数
を
撞
大
し
え
ぬ
状
況
下
吏
額
の
現
状
維
持
は
、
蓋
し
安
定
供
給
の
阻
害
要
因
で
あ
っ
た
。

吏
額
削
減
は
元
一
桁
の
政
府
に
と
っ
て
車
な
る
育
吏
封
策
で
は
な
か
っ
た
。
の
ち
に
み
る
如
く
沼
沖
は
父
組
再
の
『
家
惇
』
に
お
い
て
、
「
省
吏

額
」
を
、
宰
相
日
大
防
の
主
要
業
績
の
ひ
と
つ
に
教
え
る
。
以
て
吏
額
問
題
の
首
該
期
の
政
事
に
お
け
る
比
重
を
知
り
う
る
。

小
稿
は
最
終
的
に
は
、
吏
額
房
故
に
抵
生
し
た
「
録
黄
誤
下
」
の
検
討
を
通
じ
、
元
祐
三
省
制
下
に
お
け
る
濁
員
宰
相
日
大
防
の
政
治
の
一

断
面
を
摘
出
し
、
以
て
奮
稿
で
提
示
し
た
論
貼
を
補
強
す
べ
く
試
み
る
。
だ
が
ま
ず
こ
れ
に
先
行
し
、
市
租
苗
向
が
表
明
し
た
大
防
「
専
制
」
の

危
倶
に
つ
き
一
瞥
し
た
あ
と
、
吏
額
房
創
設
を
め
ぐ
る
時
系
列
の
再
構
成
に
努
め
る
。
創
設
を
め
ぐ
る
李
烹
の
考
誼
が
徹
底
を
放
く
か
ら
で
も

あ
る
が
、
吏
額
房
に
お
い
て
濁
員
宰
相
大
防
の
「
専
制
」
が
露
呈
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
創
設
と
濁
員
化
|
|
首
相
の
抑
止
要
因
た
り
う
る
次
相

の
不
在
化
ー
ー
と
の
、
少
な
く
と
も
因
果
関
係
は
、
検
註
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
か
ら
で
も
あ
る
。

31 

呂
大
防
「
専
制
」

右
諌
議
大
夫
泊
租
再
の
危
倶
表
明
を
、
李
烹
は
元
一
両
四
年
(
一

O
八
九
)
七
月
十
一
日
(
庚
辰
)
に
繋
る
。
日
大
防
は
同
年
六
月
五
日
(
甲

辰
)
以
降
、
次
相
直
純
仁
の
解
任
に
伴
い
す
で
に
濁
員
で
あ
っ
た
。
大
防
の
濁
員
は
六
年
二
月
、
執
政
官
(
門
下
仔
郎
)
劉
撃
の
次
相
陸
任
ま

で
縫
績
す
る
。
純
仁
の
解
任
は
車
蓋
亭
事
件
に
起
因
す
る
。
元
宰
相
知
部
州
察
確
は
、
そ
の
車
蓋
亭
詩
が
宣
仁
太
皇
太
后
高
氏
を
誹
詩
し
た
と

し
て
告
護
さ
れ
、
ま
ず
五
月
十
二
日
(
半
巳
)
分
司
南
京
、
同
十
八
日
(
丁
亥
)
英
州
別
駕
新
州
安
置
の
庭
分
を
護
令
さ
れ
た
。
十
八
日
以
前

に
確
弾
劾
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
と
し
て
、
御
史
中
丞
李
常
ら
が
解
任
さ
れ
て
い
た
が
、
確
の
新
州
安
置
に
反
釘
し
た
純
仁
と
執
政
官
(
尚
書
左

31 

丞
)
王
存
の
六
月
五
日
の
解
任
を
以
て
、
車
蓋
亭
を
め
ぐ
る
一
連
の
慮
分
は
終
柏
崎
し
た
(
『
績
資
治
通
鑑
長
編
(
市
川
江
主
日
局
本
)
』
|
|
以
下
『
長
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編
』
|
|
巻
四
三
O

/
八
j

一
一
、
同
巻
四
二
九
/
一
、
同
省
四
二
七
/
一
、
同
巻
四
二
七
/
一
二
、
同
巻
四
二
六
/
五
な
ど
)

O

る
ま
で
に
、

同
年
五
月
初
に
は
諌
官
(
諌
議
大
夫
)
に
就
任
し
、
一
一
一
口
事
権
を
獲
得
し
て
い
た
市
旭
再
が
、
呂
大
防
の
濁
員
状
態
費
生
の
後
こ
れ
に
言
及
す

一
箇
月
館
を
要
し
た
の
は
恐
ら
く
、
知
枢
密
院
事
安
烹
の
故
で
あ
る
。
烹
は
一
岬
宗
朝
以
来
の
宰
執
で
淘
汰
さ
れ
ず
に
遺
っ
た
最
後

の
一
人
、
宰
執
集
圏
の
最
先
任
者
で
あ
り
執
政
官
の
最
上
位
者
で
あ
っ
た
。
五
月
二
十
九
日
(
戊
成
)
の
租
苗
向
上
奏
は
、
「
痛
か
に
恐
ら
く
は

相
位
闘
有
ら
ば
陛
下
過
聴
し
以
次
之
を
用
い
ら
れ
ん
こ
と
を
、
臣
敢
て
先
事
に
し
て
言
わ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
い
う
。
純
仁
の
解
任
を
近
い
必

然
と
み
な
し
、
そ
の
閥
へ
の
烹
の
陸
進
を
不
可
と
し
て
い
る
。
純
仁
解
任
以
前
す
で
に
棄
の
次
相
就
任
が
ま
ず
解
消
さ
る
べ
き
、
組
高
の
不
安

要
因
で
あ
っ
た
。
純
仁
解
任
後
首
然
素
陸
準
の
可
能
性
は
増
す
。
六
月
十
四
、
十
五
雨
日
(
壬
子
・
発
丑
)
に
果
し
て
組
再
の
上
奏
を
見
出
す
。

左
諌
議
大
夫
梁
棄
と
連
名
の
前
者
で
は
、
安
煮
は
「
次
相
虚
位
な
る
を
以
て
準
用
を
徽
倖
」
す
る
と
い
い
、
後
者
で
は
先
朝
お
よ
び
日
公
著
の

(
4
)
 

先
例
を
引
き
、
む
し
ろ
次
相
の
暫
定
的
「
閥
人
」
を
可
と
す
る
。
租
再
に
と
っ
て
安
寄
υ

は
「
本
と
察
確
・
章
惇
の
黛
」
で
あ
る
(
十
四
日
上
奏
)

0

だ
が
組
雷
同
の
次
相
人
事
に
お
け
る
不
安
は
、
七
月
五
日
(
甲
戊
)
、
少
な
く
と
も
嘗
面
解
消
す
る
。
烹
が
「
母
喪
を
以
て
去
位
」
し
た
か
ら
で

あ
る
(
『
長
編
」
巻
四
二
八
/
九
j

一
O
、
同
巻
四
二
九
/
一
三
j

一
四
、
同
巻
四
三
O
/
一
二
)
。
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市
組
爵
の
大
防
「
専
制
」
へ
の
危
倶
表
明
は
安
烹
「
去
位
」
の
僅
か
数
日
後
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
大
防
の
濁
員
は
新
法
薫
宰
相
の
出
現
に

次
ぐ
危
険
と
、
組
再
に
認
識
さ
れ
た
。
組
再
の
七
月
十
一
日
上
奏
は
、
今
や
「
濁
任
一
相
」
で
あ
る
故
に
「
此
れ
白
り
天
下
の
事
未
だ
盆
々
聖

慮
を
労
す
る
を
克
か
れ
ず
」
と
敢
て
い
う
。
安
烹
「
去
位
」
以
前
に
は
宰
相
の
濁
員
を
可
と
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
は
大
防
の
濁
員
白
樫
を

一
貫
性
飲
如
の
段
り
す
ら
克
か
れ
な
い
か
か
る
矛
盾
に
、
宰
相
大
防
に
封
す
る
租
再
の
拭
い
難
い
不
信
が
露
呈
す
る
。
首

該
上
奏
の
「
臣
を
以
て
之
を
料
る
に
此
れ
白
り
朝
堂
の
議
論
必
ず
異
同
無
く
朝
廷
の
政
事
は
一
に
大
防
と
〔
劉
〕
塾
に
決
し
敢
て
之
に
違
う
者

問
題
と
し
て
い
る
。

無
し
」
に
、
組
再
の
危
機
感
は
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
中
書
侍
郎
(
執
政
官
)
就
任
以
来
撃
に
は
、
宰
相
の
地
位
を

「
窺
伺
」
す
る
心
が
有
り
、
宰
執
集
圏
の
議
論
を
牽
諌
に
漏
洩
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
詰
純
仁
の
不
首
な
人
事
(
好
用
親
戚
)
に
つ
い
て
は
、

(
5
)
 

自
ら
は
沈
献
し
な
が
ら
、
古
室
諌
を
使
喉
し
て
攻
撃
さ
せ
た
と
組
百
円
は
説
く
。
純
仁
が
解
任
さ
れ
相
位
を
確
賓
に
射
程
に
捉
え
た
い
ま
撃
は
「
必



ず
大
防
と
協
同
」
す
る
、
大
防
に
雷
同
し
て
そ
の
「
専
制
」
を
助
長
し
こ
そ
す
れ
決
し
て
こ
れ
を
阻
止
し
な
い
、
「
人
望
素
軽
、
風
節
不
立
」

で
あ
る
新
任
の
向
書
左
右
丞
(
執
政
官
)
韓
忠
彦
・
許
将
は
、
嘗
然
大
防
を
抑
止
し
え
な
い
、
劉
撃
以
下
三
省
執
政
官
に
釘
す
る
不
信
も
こ
の

よ
う
に
組
再
は
表
明
す
る
が
、
そ
の
危
機
感
の
主
因
は
あ
く
ま
で
も
濁
員
宰
相
呂
大
防
で
あ
る
。

大
防
の
「
専
制
朝
権
」
を
租
再
に
危
倶
さ
せ
る
の
は
、
六
部
等
か
ら
の
意
見
聴
取
と
、
士
大
夫
と
の
合
意
形
成
努
力
と
の
雨
面
に
お
け
る
、

大
防
の
著
し
い
消
極
性
、
お
よ
び
そ
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
育
吏
と
の
癒
着
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
組
再
は
ま
ず
大
防
の
矯
人
を
、
「
粗
疎
果
敢
、

好
立
岸
岸
、
筒
於
接
物
」
と
分
析
し
、
か
か
る
協
調
性
の
訣
如
の
故
に
「
士
大
夫
多
く
親
附
せ
ず
」
と
い
う
。
大
防
の
個
性
は
そ
の
政
務
に
も

反
映
さ
れ
る
。
大
臣
の
頼
る
べ
き
は
「
賢
士
大
夫
、
百
官
」
で
あ
り
、
近
い
過
去
に
は
司
馬
光
と
い
う
好
箇
の
模
範
が
有
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

大
防
は
な
べ
て
案
件
を
六
部
以
下
に
諮
る
で
も
な
く
、
園
政
の
問
題
貼
を
士
大
夫
と
協
議
も
し
な
い
と
論
ず
る
。
「
比
年
以
来
未
だ
聞
か
ず
宰

そ
の

相
一
人
を
召
し
本
職
事
を
問
、
っ
と
は
、
亦
た
未
だ
聞
か
ず
一
賢
士
大
夫
を
召
し
問
う
に
政
事
得
失
人
民
疾
苦
を
以
て
す
る
と
は
一
百
五
」
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
の
宰
相
の
少
な
く
と
も
確
賓
に
ひ
と
り
は
、
大
防
で
あ
る
。
か
く
て
「
丈
書
は
吏
手
に
成
り
官
曹
敢
て
争
執
せ
ず
物
情
接
せ
ず
上

あ
ざ
む

下
相
蒙
き
、
但
だ
吏
人
に
専
任
す
る
の
み
」
と
い
う
結
果
を
招
く
に
至
る
。
官
僚
機
構
と
士
論
か
ら
遊
離
し
た
大
防
の
決
定
は
、
た
だ
ち
に

膏
吏
に
よ
っ
て
成
丈
化
さ
れ
施
行
さ
れ
、
そ
の
過
程
に
六
部
以
下
と
士
大
夫
の
意
志
は
な
ん
ら
関
わ
り
え
な
い
。
そ
の
故
に
租
再
は
、
太
后
高
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氏
に
「
特
に
聖
断
を
出
だ
し
以
て
輔
臣
に
敵
仲
間
し
大
防
を
し
て
朝
権
を
専
制
す
る
を
得
し
む
る
無
く
云
云
」
と
、
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
大
防

の
濁
員
化
が
組
再
に
、
た
だ
ち
に
そ
の
「
専
制
」
を
危
倶
さ
せ
た
こ
と
は
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
宰
相
が
青
吏
の
活
用
に
宜
し
き
を

得
さ
え
す
れ
ば
、
六
部
等
官
僚
機
構
な
い
し
は
士
大
夫
の
意
向
を
顧
慮
す
る
こ
と
無
く
、
案
件
を
決
定
施
行
し
う
る
と
い
う
現
朕
認
識
を
、
組

百
円
の
議
論
の
聞
に
窺
う
こ
と
も
で
き
る
(
『
長
編
』
巻
四
三
O

/
八
j

一一
)

0

E 

吏
額
房
を
め
ぐ
る
時
系
列

(
i
)
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市
組
高
の
子
沖
は
組
前
円
『
家
停
」
に
お
い
て
宰
相
呂
大
防
を
春
秋
耳
目
の
越
孟
に
比
類
し
つ
つ
、
「
四
夷
事
と
す
る
無
く
中
園
長
然
、
年
穀
豊
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登
し
家
給
り
人
足
る
は
壮
穫
に
功
有
り
と
謂
う
可
し
」
と
そ
の
在
任
期
聞
を
総
括
し
、
主
要
業
績
四
箇
候
「
減
任
子
」
「
省
吏
額
」
「
最
資
格
」

「
抑
偉
倖
」
を
列
卑
し
、
「
身
は
天
下
の
怨
に
首
た
る
も
而
れ
ど
も
私
無
か
り
き
」
と
結
ぶ
。
沖
が
大
防
の
主
要
業
績
に
数
え
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
李
烹
は
特
に
劉
執
事
『
日
記
』
取
得
以
前
、
吏
額
問
題
の
基
本
情
報
す
ら
得
て
い
な
い
。
吏
額
削
減
も
そ
の
業
務
の
一
環
と
す
る
浮
費
所
の

(

6

)

(

7

)

 

存
廃
も
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
元
一
両
吏
額
問
題
の
起
貼
と
も
位
置
づ
け
る
べ
き
、
吏
額
削
減
案
作
成
の
門
下
中
書
後
省
へ
の
委
任
の
年
月
日
、

(
8
)
 

さ
ら
に
は
吏
額
房
白
瞳
の
創
設
の
そ
れ
も
烹
は
知
り
得
て
い
な
い
。
『
日
記
」
取
得
以
後
も
、
「
録
責
誤
下
」
が
元
祐
四
年
八
・
九
月
の
聞
に
生

起
し
た
事
賓
を
、
新
た
に
知
り
え
た
の
み
で
あ
る
。

吏
額
房
創
設
ま
で
の
経
緯
を
蘇
轍
に
擦
っ
て
要
約
す
れ
ば
、
ほ
ほ
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
(
1
)
轍
は
中
書
舎
人
で
あ
っ
た
と
き
か
ら
、
門

下
中
書
後
省
で
、
吏
部
侍
郎
古
百
株
(
子
功
)
・
舎
人
劉
放
(
貢
父
)
と
と
も
に
、
六
部
等
青
吏
の
定
員
(
吏
額
)
の
再
検
討
に
首
た
っ
た
。
元

豊
官
制
後
、
吏
額
は
奮
額
の
数
倍
に
幾
か
っ
た
。
(
2
)
二
度
削
減
案
を
上
呈
し
た
が
二
度
と
も
却
下
さ
れ
た
。

(
3
)
百
椋
が
「
奉
使
」
し
た

た
め
轍
は
吏
部
闘
係
も
乗
領
し
た
。
(
4
)
青
吏
白
中
字
が
轍
に
教
示
し
た
。
重
椋
法
(
倉
法
)
以
前
の
青
吏
は
賄
賂
の
配
分
が
減
少
す
る
か

ら
、
員
数
の
多
い
こ
と
を
勘
迎
し
な
か
っ
た
。
以
後
は
賄
賂
の
総
額
は
減
少
し
て
も
一
定
の
重
職
は
保
註
さ
れ
る
か
ら
、
員
数
増
に
よ
る
配
分
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減
に
は
痛
俸
を
感
じ
な
い
。
む
し
ろ
員
数
増
に
よ
る
各
人
の
責
務
量
減
を
勘
迎
す
る
(
こ
の
故
に
現
在
膏
吏
に
不
満
は
無
い
)

0

奮
法
で
は
、
各
部

局
(
逐
司
)
の
「
生
事
」
の
重
軽
を
一
分
か
ら
一
萱
ま
で
の
七
等
に
分
か
ち
、
積
算
し
て
若
干
分
で
所
要
定
員
一
人
と
算
定
し
た
。
各
部
局
の

二
箇
月
間
の
「
生
事
」
を
抽
取
し
、
そ
の
「
分
数
」
の
総
計
を
算
出
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
要
定
員
は
判
明
す
る
。
(
5
)
轍
は
中
学
の
分

数
法
を
採
用
し
、
か
つ
現
員
の
誠
首
で
は
な
く
、
「
年
満
轄
出
」
「
事
故
死
亡
」
で
生
じ
た
闘
員
を
不
補
充
と
し
、
「
分
数
」
法
で
算
出
し
た
定

員
に
ま
で
漸
次
削
減
す
る
大
綱
を
作
り
、
ま
ず
宰
執
の
同
意
を
得
た
。

(
6
)
元
祐
二
年
十
一
月
大
綱
を
尚
書
省
に
申
し
、
同
月
九
日
「
所
申

ニ
依
レ
」
の
聖
旨
を
得
た
。
(
7
)
現
員
蹴
首
を
疑
う
膏
吏
が
、
「
生
事
」
資
料
提
出
に
非
協
力
的
で
あ
っ
た
た
め
、
轍
は
許
可
を
得
て
各
部
局

に
出
梼
し
不
補
充
原
則
の
周
知
に
努
め
、
「
数
月
の
聞
」
を
経
て
資
料
(
文
字
)
は
具
備
さ
れ
た
。

(
8
)
こ
れ
に
基
き
成
案
を
作
成
(
裁
損
成

ぬ
す

書
)
し
え
た
。

(
9
)
成
案
を
上
申
し
た
。
左
僕
射
呂
大
防
は
削
減
を
自
身
の
功
と
す
べ
く
、
成
案
を
「
嬢
」
み
、
向
書
省
に
吏
額
房
を
創
設



し
膏
吏
任
、
水
害
等
に
こ
れ
を
委
ね
た
(
以
下
轍

(
1
)
j
(
9
)
、
『
樹
木
城
集
』
巻
四
三
「
論
吏
額
不
便
二
事
笥
子
」
、
同
『
後
集
』
巻
一
一
一
「
頴
漬
遺
老

停
」
上
、
『
龍
川
略
志
』
巻
五
「
議
定
吏
額
」
)

0

蘇
轍
か
ら
得
た
史
料
以
外
で
、
『
日
記
』
取
得
以
前
の
李
棄
が
吏
額
房
創
設
の
時
を
考
誼
す
る
に
際
し
利
用
し
え
た
史
料
は
お
も
に
、
劉
安

世
『
重
言
集
」
巻
一

O
「
論
都
司
官
吏
違
法
擬
賞
事
」
第
三
章
、
安
世
撰
劉
撃
『
忠
甫
集
」
序
(
以
下
山
女
世
序
)
、
劉
妨
等
編
劉
撃
『
行
賓
」

(
以
下
『
行
賓
」
)
の
三
者
で
あ
る
。
特
に
後
二
者
に
擦
れ
ば
|
|
煮
も
繰
返
し
言
及
す
る
よ
う
に
|
|
吏
額
房
創
設
は
日
大
防
の
丞
相
(
左
僕

射
)
就
任
以
後
、
吏
額
房
が
生
起
さ
せ
た
「
録
黄
誤
下
」
は
撃
の
中
書
侍
郎
在
任
中
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
吏
額
房
創
設
の

上
限
は
大
防
が
宰
相
(
左
僕
射
)
に
就
任
し
た
三
年
四
月
五
日
(
辛
巳
、
同
目
撃
も
中
書
侍
郎
陸
進
)
、
下
限
は
撃
が
門
下
侍
郎
に
陸
進
し
た
四
年

(
日
)

十
一
月
九
日
(
発
未
)
で
あ
る
。
「
日
記
』
取
得
以
前
李
需
は
吏
額
房
創
設
の
時
期
と
し
て
ふ
た
つ
の
可
能
性
を
想
定
す
る
。
第
一
は
五
年
正
月

か
ら
「
爾
月
」
絵
を
遡
っ
た
四
年
十
一
月
初
と
十
月
末
の
交
、
第
二
は
二
年
十
一
月
九
日
か
ら
略
「
数
月
の
聞
」
を
経
過
し
た
時
貼
で
あ
る
。

『
行
賓
』
で
あ
る
。
安
世
序
と
『
行
賓
』
は
と
も
に
、
吏
額
房
の
膏
吏
削
減
に
お
け
る
業
績
の
週
中
十
は
、
後
省
の
成
案
を
割
縞
し
た
も
の
で
あ
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後
者
の
論
擦
は
蘇
轍
、
特
に
轍

(
6
)
以
降
で
あ
る
。
前
者
の
そ
れ
は
、
安
世
の
「
論
都
司
官
吏
違
法
擬
賞
事
」
第
三
章
お
よ
び
安
世
序
と

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
都
司
(
尚
書
左
右
司
)
は
破
格
の
酬
賞
を
擬
定
し
た
と
す
る
、
蓋
諌
の
論
を
紹
介
す
る
。
例
え
ば
安
世
序
は
、
「
蓋
諌
交
章

論
列
し
て
以
謂
え
ら
く
、
事
後
省
に
在
り
て
成
就
す
る
こ
と
己
に
十
に
八
九
な
る
に
〔
任
〕
永
害
等
撰
去
し
才
か
に
雨
月
の
み
、
而
る
に
都
司

司
動
の
格
を
用
い
ず
優
例
を
檀
擬
す
云
云
[
傍
貼
引
用
者
]
」
と
い
う
。
安
世
自
身
そ
の
「
蓋
諌
」
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
任
、
水
害
以
下
回
人
を

(
日
)

封
象
と
す
る
こ
の
都
司
「
檀
擬
」
の
内
容
は
、
「
撞
擬
」
を
承
認
し
た
、
安
世
第
三
章
所
引
の
五
年
正
月
二
十
三
日
勅
の
一
節
に
み
え
る
。
「
檀

擬
」
は
首
然
二
十
三
日
勅
に
若
干
先
行
す
る
。
そ
の
故
に
烹
は
正
月
二
十
三
日
か
ら
「
雨
月
」
徐
を
逆
算
し
、
四
年
十
月
と
十
一
月
の
交
を
創

設
の
時
と
、
ま
ず
想
定
し
た
。
こ
の
場
合
「
雨
月
」
は
ほ
ぼ
、
創
設
か
ら
「
檀
擬
」
ま
で
の
吏
額
房
の
金
活
動
期
間
に
該
首
す
る
。
二
年
十
一

月
九
日
を
起
黙
と
し
た
略
「
数
月
の
間
」
は
、
聖
旨
に
よ
る
後
省
案
大
綱
の
承
認
か
ら
「
裁
損
成
書
」
を
経
て
、
吏
額
房
創
設
に
至
る
ま
で
の
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期
間
で
あ
る
。
大
防
左
僕
射
就
任
の
三
年
四
月
初
以
後
の
同
年
前
半
期
を
も
烹
は
、
創
設
時
期
に
想
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
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ふ
た
つ
の
相
公
疋
は
雨
立
し
え
な
い
。
た
と
い
「
雨
月
」
と
「
数
月
」
を
そ
れ
ぞ
れ
相
官
程
度
延
長
し
て
も
、
三
年
後
半
と
四
年
後
竿
と
の
聞
に

一
定
の
空
白
期
聞
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
烹
は
「
雨
月
」
を
「
太
迫
」
、
「
数
月
の
間
」
を
「
愈
迫
」
で
あ
る
と
し
て
い
ず
れ
の
想
{
疋
も
放
棄
す

る
。
「
雨
月
」
は
五
年
正
月
に
、
「
数
月
」
の
場
合
は
二
年
十
一
月
に
近
き
に
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

「
雨
月
」
「
数
月
」
に
基
づ
く
想
定
を
却
け
た
あ
と
李
煮
は
、
「
行
賓
」
と
安
世
序
が
と
も
に
、
「
裁
定
六
曹
吏
額
」
丈
書
に
加
え
「
裁
定
宗

室
允
費
」
文
書
が
、
中
主
目
に
誤
下
さ
れ
た
と
す
る
貼
に
著
目
す
る
(
雨
者
が
烹
の
所
謂
「
録
黄
」
で
あ
る
)

0

の
ち
に
み
る
よ
う
に
宗
室
等
冗
費

(
浮
費
)
の
削
減
は
戸
部
が
護
議
し
、
三
年
間
十
二
月
八
日
(
庚
成
)
詔
は
戸
部
提
議
以
上
に
虞
汎
な
削
減
を
命
じ
た
。
烹
は
同
詔
が
戸
部
の

(ロ)

下
へ
の
捨
首
機
関
設
置
(
置
司
)
を
命
じ
た
と
み
な
す
。
『
行
賓
」
等
は
、
後
省
の
策
定
に
係
る
吏
額
削
減
案
の
み
な
ら
ず
戸
部
に
命
じ
ら
れ

た
冗
費
削
減
も
、
日
大
防
が
吏
額
房
を
創
設
し
そ
の
所
掌
に
移
管
し
た
と
い
う
。
従
っ
て
吏
額
房
創
設
は
三
年
間
十
二
月
八
日
以
後
で
あ
り
、

三
年
内
で
は
あ
り
え
な
い
と
烹
は
確
信
す
る
に
至
る
。
「
日
記
』
取
得
後
「
課
下
」
が
四
年
八
・
九
月
で
あ
る
と
知
り
は
す
る
が
、
爾
後
創
設

ぃ
。
「
雨
月
」
「
数
月
」
の
問
題
も
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
(
『
長
編
」
巻
四
四
四
/
二
二

j
i
l
t
-
4

二
五
、
同
巻
四
一
九
/
五
j

七)。
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の
時
に
つ
い
て
考
誼
し
て
は
い
な
い
。
頑
末
に
拘
泥
わ
れ
ば
烹
の
提
示
し
た
根
撮
で
は
、
創
設
が
三
年
内
で
あ
る
可
能
性
を
依
然
消
去
し
え
な

ま
ず
「
雨
月
」
を
吏
額
房
創
設
か
ら
都
司
「
檀
擬
」
に
至
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
、
李
烹
の
理
解
の
安
首
性
が
検
誼
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

例
え
ば
「
行
貰
』
は
「
永
害
等
擢
去
し
才
か
に
雨
月
云
云
」
と
い
う
「
蓋
諌
交
章
論
列
」
に
先
行
し
て
、
「
是
の
時
戸
部
の
裁
節
冗
費
、
後
省

の
裁
定
吏
額
皆
な
謹
年
に
し
て
未
だ
就
ら
ず
、
大
防
蓋
く
其
の
事
を
取
り
吏
額
房
を
都
省
に
置
き
司
空
府
を
射
し
て
局
と
矯
し
永
書
輩
を
召
し

之
を
領
せ
し
め
云
云
[
傍
黙
引
用
者
こ
と
い
う
。
こ
の
貼
安
世
序
も
同
じ
で
あ
る
。
「
雨
月
」
は
、
後
省
と
戸
部
が
費
や
し
た
時
間
「
逸
年
」

に
封
比
さ
れ
る
べ
き
語
で
あ
ろ
う
。
吏
額
房
創
設
ま
で
に
後
省
が
矯
し
え
た
の
は
削
減
案
成
案
の
策
定
で
あ
る
か
ら
、
吏
額
房
の
「
雨
月
」
も

等
質
の
作
業
、
恐
ら
く
は
後
省
成
案
改
訂
に
要
し
た
時
間
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
(
轍
(

8

)

(

9

)

)

0

『
行
賓
』
は
崇
寧
一
冗
年
(
一

一
O
二
)
劉
撃

の
「
葬
時
」
に
作
ら
れ
、
宣
和
四
年
(
一

撃
『
日
記
」
に
依
擦
し
た
で
あ
ろ
う
。
『
日
記
」
は
、
吏
額
房
吏
四
名
に
封
す
る
「
論
功
」

二
一
二
)
の
安
世
序
は
こ
れ
に
擦
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
行
賓
」
の
首
該
部
分
は
内
容
か
ら
し
て
劉

の
吏
部
考
功
原
案
を
都
司
が
却
け
「
優
例
を
檀



擬
」
し
た
と
い
い
、
績
い
て
「
是
に
於
い
て
外
議
沸
騰
し
て
以
謂
え
ら
く
、
吏
額
白
か
ら
是
れ
後
省
行
遣
盆
年
に
し
て
略
ぼ
巳
に
序
有
り
臨
に

成
就
せ
ん
と
欲
す
る
に
あ
た
る
、
而
る
に
永
書
輩
欲
〔
接
?
〕
去
し
所
以
に
雨
月
に
し
て
畢
る
、
後
省
に
比
べ
増
損
す
る
所
有
り
と
難
も
而
れ

法
も
し

ι

ど
も
根
本
を
原
む
れ
ば
復
〔
後
〕
省
其
の
成
す
こ
と
十
に
八
九
な
る
に
在
り
、
今
酬
奨
太
だ
優
云
云
[
傍
駐
引
用
者
]
」
と
の
べ
る
。
「
雨
月
」

に
は
「
進
年
」
が
、
「
行
遣
」
に
は
「
増
損
」
が
封
比
さ
れ
て
い
る
。
「
行
遣
」
と
は
後
省
の
成
案
策
定
(
裁
損
成
書
)
ま
で
の
全
作
業
、
「
増

損
」
と
は
後
省
に
お
け
る
「
八
九
」
に
い
わ
ば
一
二
を
加
え
た
後
省
成
案
に
封
す
る
改
訂
で
あ
り
、
こ
れ
に
要
し
た
時
聞
が
「
雨
月
」
で
あ
る
。

『
日
記
」
か
ら
す
れ
ば
「
雨
月
」
が
、
都
司
「
檀
擬
」
か
ら
逆
算
す
べ
き
時
間
で
は
あ
り
え
な
い
の
も
自
明
で
あ
る
。
依
り
に
逆
算
し
て
吏

額
房
創
設
を
四
年
十
月
十
一
月
の
交
と
し
た
場
合
、
「
誤
下
」
が
生
起
し
た
八
・
九
月
に
吏
額
房
は
存
在
し
え
な
い
。
創
設
は
八
・
九
月
以
前

の
あ
る
時
で
あ
り
、
創
設
後
た
だ
ち
に
後
省
成
案
に
封
す
る
吏
額
房
の
改
訂
が
、
「
雨
月
」
の
間
貰
施
さ
れ
た
。
従
っ
て
「
檀
擬
」
を
う
け
吏

額
房
吏
の
酬
奨
を
護
令
し
た
、
五
年
正
月
二
十
三
日
詔
以
前
す
で
に
吏
額
房
の
作
業
は
、
「
増
損
」
に
次
ぐ
新
た
な
段
階
に
達
し
て
い
た
筈
で

あ
る
。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
四
年
七
月
中
に
は
膏
吏
の
削
減
が
賓
動
し
て
い
る
。
「
雨
月
」
を
「
檀
擬
」
を
起
酷
と
し
て
逆
算
さ
る
べ
き
時
間

37 

と
理
解
し
た
勤
、
吏
額
房
創
設
以
後
の
全
活
動
期
間
と
み
な
し
た
鈷
で
、
李
烹
の
想
定
は
安
嘗
を
快
い
た
。

「
雨
月
」
の
起
貼
を
都
司
「
檀
擬
」
に
求
め
た
故
に
李
煮
は
、
そ
の
「
太
迫
」
に
悩
ま
さ
れ
た
。
「
愈
迫
」
で
あ
る
と
し
て
「
数
月
の
間
」

を
疑
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
後
省
案
大
綱
が
聖
旨
を
得
た
と
い
う
二
年
十
一
月
九
日
を
、
そ
の
起
貼
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
吏
額
房
を

め
ぐ
る
時
系
列
に
烹
以
上
の
最
密
を
期
す
な
ら
ば
、
こ
の
貼
も
あ
ら
た
め
て
吟
味
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
み
た
よ
う
に
李
煮
は
、
削
減
案

作
成
の
後
省
へ
の
委
任
の
時
を
特
定
し
え
て
い
な
い
。
『
日
記
』
取
得
以
後
も
こ
れ
に
闘
わ
る
情
報
を
得
て
も
い
な
い
。
た
だ
蘇
轍
の
中
書
舎

人
在
任
中
に
後
省
案
の
作
成
が
開
始
さ
れ
た
事
賓
は
疑
え
ま
い
(
轍
(

1

)

)

。
轍
は
元
一
桁
元
年
九
月
右
司
諌
か
ら
起
居
郎
・
直
舎
人
院
、
つ
い

で
権
中
主
回
全
白
人
を
経
て
同
年
十
一
月
正
規
の
舎
人
と
な
り
、
二
年
十
一
月
二
十
五
日
(
甲
戊
)
戸
部
侍
郎
と
な
る
ま
で
こ
れ
で
あ
っ
た
。
二
年
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十
一
月
九
日
に
誤
り
が
無
い
な
ら
ば
、
轍
の
舎
人
就
任
後
に
開
始
さ
れ
た
作
業
は
、
そ
の
在
任
の
末
期
に
は
聖
旨
に
よ
る
大
綱
承
認
ま
で
進
渉

「
龍
川
略
志
』
に
擦
り
烹
が
、
「
吏
白
中
昌
子
な
る
者
有
り
中
書
舎
人
蘇
轍
に
告
げ
て
日
う
云
云
」
と

し
た
如
く
で
は
あ
る
。
恐
ら
く
は

「長
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編
」
正
丈
を
作
り
、
大
綱
の
前
提
た
る
「
分
数
」
法
の
教
示
を
轍
の
舎
人
在
任
中
の
こ
と
と
す
る
の
も
、
か
か
る
理
解
に
基
く
で
あ
ろ
う
。
た

だ
例
え
ば
『
遣
老
停
』
は
後
省
案
の
作
成
を
、
「
轍
中
主
回
全
白
人
負
り
し
と
き
白
り
云
云
」
と
い
い
こ
そ
す
れ
、
舎
人
在
任
中
に
中
字
に
教
示
さ

(
日
)

れ
た
と
明
言
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
『
遺
老
惇
」
は
こ
れ
に
先
行
し
て
「
轍
戸
部
侍
郎
に
遷
す
」
と
い
い
、
在
任
中
の
轄
釘
の
語
を
著

録
す
る
0

(

『
長
編
」
巻
三
八
七
/
一
今
、
同
巻
三
九
二
/
一
、
同
巻
四
O
七
/
八
、
岡
山
菅
四
四
四
/
ム
九
)

0

蘇
轍
以
外
の
闘
係
者
の
う
ち
劉
散
は
、
元
年
十
二
月
に
舎
人
と
な
り
、
四
年
三
月
在
任
中
に
浸
し
て
い
る
。
李
烹
所
引
の
「
沼
百
時
惇
」
に
、

「
吏
部
侍
郎
潟
り
し
と
き
詳
定
省
寺
勅
令
を
乗
ぬ
、
吏
育
狸
允
を
患
え
云
云
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
関
わ
っ
た
と
き
百
株
は
吏
部
侍
郎
で
あ

っ
た
。
そ
の
刑
部
侍
郎
か
ら
吏
部
へ
の
異
動
は
二
年
六
月
七
日
(
戊
午
)
で
あ
る
。
後
省
案
作
成
の
開
始
は
同
年
六
月
以
後
で
あ
ろ
う
。
大
綱

下
さ
れ
、

の
聖
旨
獲
得
を
同
年
十
一
月
と
す
る
限
り
、
そ
の
聞
に
は
月
を
単
位
と
し
た
時
間
し
か
経
過
し
て
は
い
な
い
。
再
度
削
減
案
を
作
成
し
再
度
却

さ
ら
に
大
綱
さ
え
も
作
成
し
た
時
間
と
し
て
は
、
喜
一
の
所
謂
「
太
迫
」
に
似
る
(
轍
(

2

)

)

0

大
綱
を
含
め
五
箇
月
間
で
三
度
の
削
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減
案
作
成
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
だ
が
同
時
に
聖
旨
獲
得
は
百
株
の
「
奉
使
」
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
『
長
編
』
巻
三
九
三
/

六
、
同
巻
四
二
三
/
一
、
同
巻
四
四
四
/
二
三
、
同
巻
四
O
二
/
四
)

0

大
綱
の
聖
旨
獲
得
に
直
結
す
る
、
白
中
心
ナ
に
よ
る
「
分
数
」
法
教
示
を
蘇
轍
は
、
百
誌
の
「
奉
使
」
以
後
の
こ
と
と
す
る
(
轍
(

3

)

(

4

)

)

0

百
帳
は
皇
帝
回
謝
遼
固
使
と
し
て
出
使
し
て
い
る
が
、
哲
宗
元
幽
一
一
旦
八
年
(
一

O
八
五
)
九
月
中
書
舎
人
の
時
で
あ
る
。
吏
部
侍
郎
に
就
任
し
た

元
祐
二
年
六
月
か
ら
同
年
十
一
月
の
問
、
活
組
再
所
撰
の
百
椋
墓
誌
銘
に
擦
っ
て
も
「
奉
使
」
の
事
蹟
を
見
出
し
え
な
い
。
だ
が
三
年
十
一
月

一
一
日
(
甲
寅
)
吏
部
侍
郎
百
株
は
、
給
事
中
超
君
錫
と
と
も
に
、
都
水
使
者
王
孝
先
の
提
議
し
た
黄
河
河
道
改
修
に
つ
き
調
査
を
命
ぜ
ら
れ
、

河
北
に
出
使
し
て
い
る
。
中
字
の
教
示
延
い
て
は
後
省
案
大
綱
の
聖
旨
獲
得
は
、
三
年
十
一
月
二
日
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
因
み
に
二

年
十
一
月
九
日
は
四
年
同
月
同
日
の
誤
記
で
は
、
あ
り
え
な
い
。
同
日
に
は
劉
撃
が
中
書
侍
郎
か
ら
門
下
侍
郎
に
陸
進
し
て
お
り
、
こ
の
日
を

起
貼
と
す
る
「
数
月
」
以
上
後
に
後
省
案
の
「
裁
損
成
書
」
、
吏
額
房
の
創
設
を
想
定
す
れ
ば
、
す
で
に
み
た
下
限
と
抵
鰯
す
る
。
ま
し
て
吏

額
房
の
存
在
を
必
須
の
前
提
と
す
る
「
録
黄
誤
下
」
は
、
同
年
八
・
九
月
に
生
起
し
て
い
る
。
同
じ
理
由
で
五
年
十
一
月
で
も
あ
り
え
な
い
。



二
年
十
一
月
九
日
は
三
年
同
月
同
日
の
誤
記
で
あ
り
う
る
。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
一
一
一
年
十
一
月
以
後
、
後
省
案
大
綱
の
承
認
に
連
動
し
た
と
み

な
し
う
る
動
き
を
見
出
し
う
る
の
に
比
べ
、
二
年
十
一
月
に
は
そ
れ
を
見
出
し
難
い
。
三
年
間
十
二
月
八
日
詔
も
二
年
十
一
月
九
日
の
安
嘗
性

を
疑
わ
せ
る
。
御
史
中
丞
李
常
は
、
「
省
官
官
呈
寸
監
」
「
百
司
庫
務
」
計
五
千
人
弱
の
膏
吏
に
封
す
る
吏
椋
財
源
が
、
新
法
麿
止
に
伴
い
消
滅
し
、

一
般
合
計
(
牒
官
常
費
)
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
現
状
に
鑑
み
、
吏
額
削
減
が
喫
緊
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
捨
首
官
吏
の
作
業
が
遅
滞
し
て
い

る
と
し
て
、
「
督
責
成
書
」
を
要
求
す
る
。
こ
れ
に
麿
え
て
八
日
詔
は
後
省
に
「
疾
連
立
法
」
を
命
じ
て
い
る
。
二
年
十
一
月
以
後
一
年
以
上

を
経
て
、
後
省
案
は
依
然
「
成
書
」
し
て
い
な
い
。
二
年
十
一
月
を
起
貼
と
し
た
「
数
月
」
後
の
「
成
書
」
と
の
組
離
は
、
覆
い
難
い
(
『
長

編
』
巻
三
五
九
/
一
七
、
同
巻
四
一
六
/
一
、
『
沼
太
史
集
』
巻
四
四
「
資
政
殿
皐
士
活
公
墓
誌
銘
」
、
『
長
編
』
巻
四
一
九
/
七
j
八
)

0

三
年
十
一
月
二
日
市
百
械
が
「
奉
使
」
を
命
じ
ら
れ
、
同
月
九
日
後
省
案
大
綱
が
聖
旨
を
得
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
や
や
「
太
迫
」
に
は
似

る
。
だ
が
大
綱
の
一
半
不
補
充
原
則
は
蘇
轍
の
濁
創
で
は
な
い
。
元
一
晴
元
年
冗
官
の
弊
を
論
じ
た
御
史
上
官
均
の
上
奏
二
件
の
う
ち
一
件
は
、

39 

吏
額
削
減
の
具
瞳
案
と
し
て
す
で
に
こ
れ
を
提
議
し
て
い
る
。
「
玩
に
巳
に
裁
損
し
て
新
額
を
立
定
す
れ
ば
、
則
ち
見
権
者
罷
む
可
く
而
し
て

闘
者
補
す
勿
か
る
可
く
、
見
に
行
案
す
る
者
且
ら
く
奮
に
の
ら
し
め
而
し
て
ち
部
の
闘
に
移
補
せ
よ
、
或
は
闘
の
移
補
す
可
き
恕
け
れ
ば
、
則

ち
将
来
出
職
す
る
を
候
ち
更
に
援
填
せ
ざ
れ
云
云
」
が
、
そ
の
一
節
で
あ
る
。
昔
時
右
司
諌
で
あ
っ
た
轍
は
、
ま
ず
「
官
先
の
弊
を
極
論
」
し

た
こ
の
均
奏
議
二
件
に
言
及
し
、
員
多
閥
少
に
鑑
み
、
「
試
法
」
に
よ
る
選
人
の
克
選
特
権
を
廃
止
せ
よ
と
の
自
身
の
主
張
を
補
強
し
た
。
吏

額
房
は
後
省
が
「
十
に
八
九
」
を
成
就
し
た
成
果
を
擢
奪
し
た
と
段
ら
れ
た
。
「
八
刀
敷
」
法
と
不
補
充
原
則
を
骨
子
と
す
る
後
省
案
大
綱
も
、

中
学
と
均
と
に
よ
っ
て
「
十
に
八
九
」
が
成
就
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
短
時
日
で
の
聖
旨
獲
得
は
必
ず
し
も
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
轍
が
知

り
え
て
い
た
と
の
確
誼
は
無
い
が
、
三
年
十
月
、
六
部
と
寺
監
に
お
け
る
職
事
重
複
の
弊
を
論
じ
、
そ
の
省
併
す
べ
き
を
主
張
し
た
御
史
程
思

の
上
奏
に
も
類
似
の
一
節
を
見
出
す
。
「
其
の
人
吏
分
掌
の
案
分
も
亦
た
粂
併
す
可
き
な
れ
ば
、
且
ら
く
任
事
せ
し
め
、
若
し
閥
者
有
れ
ば
復

た
添
補
せ
ざ
れ
、
此
く
の
如
く
ん
ば
則
ち
冗
濫
の
員
漸
く
減
省
す
可
く
一
五
云
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
で
に
二
年
十
一
月
に
後
省
案
大
綱
が
承
認

39 

さ
れ
て
い
れ
ば
、
か
か
る
不
補
充
の
こ
と
さ
ら
な
提
言
は
あ
り
え
ま
い
。
該
奏
は
三
年
十
一
月
九
日
聖
旨
獲
得
の
安
古
性
を
傍
誼
す
る
事
例
で
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も
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
三
年
十
一
月
に
は
轍
は
、
李
煮
の
い
う
如
く
中
書
舎
人
で
は
な
く
、
す
で
に
前
年
以
来
戸
部
侍
郎
で
あ
っ
た

(
『
長
編
』
巻
三
八
六
/

一
、
同
巻
三
八
六
/
五
j

六
、
岡
山
菅
四
一
九
/

'-ノ。

E 

吏
額
房
を
め
ぐ
る
時
系
列
(
日
)

蘇
轍
『
遣
老
惇
』
上
巻
末
は
、
ま
ず
吏
額
房
創
設
(
轍
(

9

)

)

後
の
諸
事
件
を
列
翠
し
、

林
向
学
士
と
な
り
吏
部
尚
書
を
品
兼
ね
契
丹
に
出
使
し
た
と
い
う
そ
の
履
歴
を
の
べ
、
同
町
朝
後
の
御
史
中
丞
就
任
か
ら
始
ま
る
下
巻
が
こ
れ
に
績
く
。

諸
事
件
と
は
、
(
叩
)
房
吏
任
、
水
害
ら
の
不
補
充
原
則
放
棄
(
以
立
額
日
裁
損
吏
員
)
、
恋
意
的
な
配
置
轄
換
(
以
好
悪
改
易
諸
吏
局
次
)
、
(
日
)
こ

つ
い
で
「
時
」
と
し
た
あ
と
、
兄
載
に
代
わ
り
翰

れ
と
一
瞳
と
な
っ
た
日
大
防
の
嘗
該
問
題
に
お
け
る
檀
行
(
不
復
経
三
省
)
、
(
臼
)
御
史
の
大
防
糾
弾
、
(
日
)
、
水
害
の
臓
賄
護
費
、
刺
配
、

(
日
)
大
防
の
輿
論
へ
の
屈
服
、
左
右
司
へ
の
削
減
再
検
討
下
令
、
轍
原
議
の
如
き
行
下
で
あ
る
(
以
下
轍
(
叩
)

j

(

H

)

)

0

こ
の
う
ち
少
な

く
と
も
(
日
)
(
比
)
は
、
轍
の
中
丞
就
任
以
後
で
あ
ろ
う
。
(
日
)
、
水
害
の
慮
罰
は
六
年
五
月
、
(
日
)
に
つ
き
李
烹
は
月
日
を
特
定
し
え
な

い
(
不
得
其
的
月
日
)
な
が
ら
も
、
六
年
五
月
以
後
と
推
定
す
る
。
五
年
五
月
二
十
八
日
(
壬
辰
)
の
中
丞
就
任
後
恐
ら
く
は
一
箇
月
以
内
に
轍

は
、
「
論
吏
額
不
便
二
事
前
子
」
を
上
奏
し
、
吏
額
房
に
よ
る
削
減
の
現
状
を
論
難
し
「
後
省
所
定
」
に
依
り
改
訂
す
べ
き
を
主
張
し
て
い
る
。
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(
H
)
は
中
丞
就
任
以
前
で
は
あ
り
え
な
い
。
轍
「
笥
子
」
は
、
官
制
改
革
以
前
の
諸
司
出
身
に
係
る
刑
部
吏
田
舜
賢
等
が
、
吏
額
房
に
強
い

ら
れ
た
不
利
盆
を
現
在
御
史
蓋
に
訴
え
て
い
る
と
も
い
う
。
後
省
「
成
書
」
で
は
舜
賢
等
は
、
奮
諸
司
吏
の
規
程
に
準
擦
し
た
出
職
を
保
置
さ

(
日
)

れ
た
が
、
吏
額
房
が
官
制
後
の
膏
吏
と
一
律
に
、
新
規
程
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
劉
安
世
の
所
論
か
ら
推
せ
ば
任
、
水
害
・
時
枕
・
蘇
安
世
・

(
日
山
)

時
偉
四
名
の
吏
額
房
吏
は
、
五
年
二
月
に
は
同
房
を
「
節
次
罷
克
」
さ
れ
て
は
い
た
。
だ
が
同
年
五
月
の
轍
中
丞
就
任
後
も
、
吏
額
房
白
煙
は

依
然
存
置
さ
れ
て
い
た
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
所
定
は
な
お
賓
施
さ
れ
て
い
た
(
『
長
編
」
径
四
五
八
/
八
j

一
一
、
同
巻
四
四
四
/
二
三
、
問
答
四

四
四
/
一
九
)

0

『
遺
老
惇
」
上
巻
に
お
け
る
「
時
」
以
下
は
、
単
純
な
履
歴
の
列
挙
で
は
あ
る
ま
い
。
「
時
」
以
前
に
は
後
省
案
「
成
書
」
に
至
る
ま
で
雷



該
問
題
に
貢
献
し
こ
そ
す
れ
、
以
後
は
吏
額
房
特
に
そ
の
(
叩
)

の
如
き
削
減
措
置
に
は
、

一
切
責
任
を
負
う
べ
き
立
場
に
な
か
っ
た
事
賓
を
、

強
調
し
た
い
心
理
を
窺
い
う
る
。
李
喜
一
は
看
過
し
た
に
せ
よ
、
肢
に
『
遣
老
惇
」
が
嘗
該
部
分
に
先
行
し
て
戸
部
侍
郎
就
任
を
告
げ
て
い
る
以

上
、
「
時
」
以
下
は
、
戸
部
離
任
後
の
履
回
限
で
あ
る
。
轍
に
と
っ
て
戸
部
離
任
は
吏
額
問
題
か
ら
の
離
脱
と
、
殆
ど
同
義
で
あ
っ
た
。
こ
と
ば

を
か
え
れ
ば
吏
額
を
巡
る
時
系
列
は
、
轍
の
戸
部
離
任
以
前
少
な
く
と
も
後
省
案
「
成
書
」
ま
で
進
行
し
て
い
た
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
日
大
防
は
、
「
後
省
裁
定
吏
額
」
の
み
な
ら
ず
「
戸
部
裁
節
冗
費
」
も
、
吏
額
房
に
移
管
し
た
。
戸
部
侍
郎
蘇
轍
は
後

者
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
戸
部
の
完
費
削
減
の
特
に
移
管
以
前
の
最
終
段
階
は
、
後
省
に
お
け
る
三
年
十
一
月
の
聖
旨
獲
得
以
後
「
数
月
」
を

経
て
「
成
主
日
」
に
至
る
ま
で
の
作
業
と
益
行
し
て
進
行
し
た
で
あ
ろ
う
。
戸
部
の
削
減
白
躍
は
少
な
く
と
も
一
冗
祐
元
年
に
は
開
始
さ
れ
て
い

(
げ
)

る
が
、
三
年
間
十
二
月
八
日
詔
が
、
浮
費
削
減
の
さ
ら
な
る
徹
底
を
命
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
該
詔
は
戸
部
尚
書
韓
忠
彦
・
侍
郎
蘇
轍
・
韓

宗
遁
の
護
議
に
麿
え
た
も
の
で
あ
る
。
轍
等
は
、
前
年
こ
そ
封
椿
末
瞳
銭
百
高
帽
の
貸
輿
を
受
け
急
場
を
凌
ぎ
え
た
が
、
今
は
左
戴
庫
見
銭
は

す
べ
て
費
消
さ
れ
た
と
ま
ず
一
般
曾
計
の
危
機
を
の
べ
、
雨
税
等
の
歳
入
は
増
加
せ
ぬ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
丈
武
百
官
・
宗
室
・
班
行
・
選

人
・
膏
吏
」
の
膨
張
が
偲
ま
ぬ
こ
と
に
危
機
の
原
因
を
求
め
、
仁
宗
朝
の
先
例
に
倣
い
「
本
部
に
於
い
て
置
司
」
し
、
近
臣
に
検
討
せ
し
め
よ
と
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い
う
。
そ
の
貼
黄
で
は
、
「
一
序
費
の
小
な
る
者
」
一
一
一
十
鈴
事
計
二
十
絵
高
帽
を
す
で
に
裁
減
し
え
た
と
し
て
、
さ
ら
に
大
規
模
な
浮
費
裁
減
を

あ
ら
ゆ
る

主
張
す
る
。
八
日
詔
は
こ
れ
に
「
鷹
干
財
用
を
取
索
し
、
諸
班
・
諸
軍
料
銭
・
衣
糧
・
賞
給
・
特
支
奮
に
の
る
を
除
く
の
外
、
其
の
飴
の
浮
費

益
て
裁
省
を
行
い
節
次
以
聞
せ
よ
」
と
麿
え
る
。
軍
人
・
兵
士
に
闘
わ
る
人
件
費
を
聖
域
と
す
る
以
外
浮
費
全
般
の
削
減
が
下
令
さ
れ
た
。
同

月
十
二
日
(
巾
寅
)
官
一
仁
高
氏
の
意
に
基
き
、
高
氏
親
族
の
入
流
等
の
特
権
(
恩
津
)
も
他
に
倣
い
、
「
四
分
の
一
を
減
」
ず
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
る
。
こ
れ
に
封
し
轍
等
は
、
「
臣
等
近
ご
ろ
奉
勅
し
允
費
を
裁
減
せ
し
め
ら
る
、
上
宗
室
貴
近
よ
り
下
官
曹
膏
吏
に
至
り
、
宮
室
器
械
に
穿

及
し
云
云
」
と
上
奏
す
る
。
「
勅
」
と
は
八
日
詔
で
あ
ろ
う
(
「
長
編
」
巻
四
一
九
/
五
1
七
、
同
巻
四
一
九
/
八
j
九
、
『
端
末
城
集
』
巻
四
一

「
乞
裁
損

浮
費
街
子
」
、
「
再
論
裁
損
浮
費
街
子
」
)
0
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八
日
詔
お
よ
び
轍
等
上
奏
二
件
か
ら
、
三
年
末
に
は
、
青
吏
に
関
わ
る
削
減
が
国
策
と
し
て
の
冗
費
削
減
の
一
環
に
、
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
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と
を
知
り
う
る
。
た
だ
吏
額
を
も
含
め
た
戸
部
の
削
減
(
戸
部
裁
節
冗
費
)
が
、
吏
額
房
へ
の
移
管
以
前
如
何
に
進
行
し
た
か
に
つ
い
て
は
、

後
省
案
(
後
省
裁
定
吏
額
)
に
比
べ
判
明
す
る
所
は
絶
無
に
幾
い
。
ひ
と
ま
ず
以
下
三
貼
に
つ
い
て
の
整
理
に
止
め
ざ
る
を
え
な
い
。
第
一
は

吏
額
房
所
掌
の
範
固
で
あ
る
。
八
日
詔
は
軍
に
闘
わ
る
人
件
費
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
経
費
に
つ
き
裁
省
を
命
じ
、
「
裁
節
允
費
」
は
吏
額
房
に
移

管
さ
れ
た
。
吏
額
は
吏
額
房
所
掌
の
、
少
な
く
と
も
す
べ
て
で
は
な
い
。
た
だ
し
こ
の
想
定
を
補
強
し
う
る
具
瞳
例
は
乏
し
い
。
「
行
賓
』
は

「
裁
定
六
曹
吏
額
」
丈
書
と
と
も
に
「
裁
定
宗
室
允
費
」
丈
書
も
、
中
書
に
「
誤
下
」
さ
れ
た
と
い
う
。
「
宗
室
冗
費
」
は
吏
額
房
に
移
管
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
吏
額
削
減
に
お
け
る
後
省
と
戸
部
と
の
、
分
権
如
何
で
あ
る
。
み
た
如
く
御
史
中
丞
李
常
は
、
「
蓋
省
寺
監
」
「
百
司

庫
務
」
吏
額
の
削
減
遅
滞
を
指
摘
し
、
「
督
責
成
書
」
を
要
請
し
た
。
こ
れ
に
麿
え
同
じ
く
三
年
間
十
二
月
八
日
に
、
後
省
に
封
し
「
疾
連
立

法
」
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
恰
か
も
吏
額
・
吏
椋
の
削
減
は
、
専
ら
後
省
に
委
任
さ
れ
た
如
く
で
は
あ
る
。
だ
が
元
豊
六
年
の
「
外
省
」
に
起

源
す
る
後
省
は
、
「
修
省
曹
寺
監
候
貫
行
遣
」
を
そ
の
任
務
と
し
た
。
吏
部
侍
郎
茄
百
械
の
後
省
案
へ
の
閲
輿
を
、
李
室
用
所
引
「
百
時
停
」
が

(
国
)

「
朱
詳
定
省
寺
勅
令
」
と
表
記
す
る
の
も
そ
の
故
で
あ
ろ
う
。
八
日
に
「
成
書
」
を
督
促
さ
れ
た
に
せ
よ
、
後
省
は
従
来
の
範
固
で
作
業
を
纏

績
し
、
「
省
曹
寺
監
」
以
外
の
例
え
ば
御
史
墓
・
諸
司
庫
務
の
吏
額
削
減
は
、
同
日
詔
を
以
て
戸
部
に
委
任
さ
れ
、

や
が
て
吏
額
房
に
移
管
さ
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れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
は
轍
等
上
奏
が
要
求
し
た
戸
部
に
お
け
る
「
置
司
」
の
問
題
で
あ
る
。
み
た
よ
う
に
李
烹
は
八
日
詔
が
「
置
司
」

を
命
じ
た
と
す
る
が
、
烹
所
引
に
擦
る
限
り
該
詔
白
瞳
に
こ
れ
へ
の
言
及
は
無
い
。
轍
等
に
従
い
「
置
司
」
さ
れ
た
か
否
か
、
「
置
司
」
さ
れ

た
と
し
て
こ
れ
が
翌
四
年
七
月
に
は
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
浮
費
所
で
あ
る
か
否
か
、

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
断
定
さ
せ
る
に
足
る
史
料
は
乏

し
い
。
た
だ
吏
額
房
へ
の
移
管
ま
で
「
裁
節
冗
費
」
の
作
業
が
継
績
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
浮
費
問
題
に
専
任
せ
し
め
る
「
司
」
は
、
設
置
さ
れ

て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
時
期
戸
部
と
関
わ
り
つ
つ
浮
費
削
減
を
捨
首
し
た
部
局
と
し
て
、
浮
費
所
以
外
は
見
出
し
難
い
。
恐
ら
く

は
八
日
詔
が
こ
れ
を
設
置
せ
し
め
た
。
そ
の
戸
部
へ
の
附
設
は
後
述
の
梁
烹
の
謹
言
が
ほ
ぼ
傍
誼
す
る
。
後
省
が
吏
額
房
創
設
後
吏
額
問
題
か

ら
排
除
さ
れ
た
の
に
比
べ
、
浮
費
所
は
、
吏
額
房
が
確
貰
に
存
在
す
る
四
年
八
・
九
月
以
降
に
も
む
し
ろ
吏
額
削
減
の
主
役
と
し
て
、
論
者
に

非
難
さ
れ
る
。
吏
額
房
と
浮
費
所
と
は
の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
、
相
表
裏
す
る
補
完
的
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



蘇
轍
は
八
日
詔
の
護
議
者
と
し
て
、
間
接
的
に
で
は
あ
れ
「
戸
部
裁
節
完
費
」
に
も
責
任
を
有
つ
。
「
裁
節
允
費
」
の
吏
額
房
へ
の
移
管
と
、

戸
部
侍
郎
離
任
と
は
、
浮
費
所
の
名
に
よ
る
削
減
か
ら
の
轍
の
克
責
を
も
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
轍
は
四
年
六
月
九
日
(
丁
未
)
戸
部
侍
郎
か

ら
吏
部
侍
郎
に
異
動
し
、
三
日
後
に
、
「
遺
老
惇
』
に
み
た
翰
林
隆
一
干
士
を
詮
令
さ
れ
て
い
る
。
前
章
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
吏
額
房
創
設
の
下

限
は
、
「
録
音
円
誤
下
」
が
生
起
し
た
四
年
八
・
九
月
、
上
限
は
|
|
後
省
案
大
綱
が
聖
旨
を
獲
得
し
た
|
|
一
一
一
年
十
一
月
九
日
か
ら
「
敷
月
」

除
の
後
に
修
正
し
う
る
。
轍
の
戸
部
離
任
以
前
に
後
省
案
が
「
成
主
日
」
し
た
と
す
る
措
定
は
、
こ
の
時
系
列
に
抵
開
し
な
い
。
五
年
五
月
二
十

八
日
(
壬
辰
)
に
蘇
轍
は
御
史
中
丞
に
就
任
し
た
。
そ
の
「
論
吏
額
不
便
二
事
笥
子
」
は
、
「
成
書
」
の
時
に
新
た
な
判
断
材
料
を
提
供
す
る
。

あ
ら
ゆ
る

「
臣
等
之
に
頼
り
以
て
篠
例
を
立
て
し
よ
り
曾
て
未
だ
岳
地
歳
な
ら
ず
、
書
位
司
に
入
る
や
凡
有
所
損
即
ち
に
裁
擦
を
行
う
[
傍
貼
引
用
者
]
」
が

そ
れ
で
あ
る
。
「
之
」
と
は
、
不
補
充
原
則
を
聖
旨
が
保
詮
し
て
い
る
む
ね
各
部
署
に
出
梼
し
て
周
知
し
た
結
果
、
膏
吏
が
提
出
に
磨
じ
た

「
分
数
」
算
出
の
た
め
の
「
生
事
」
資
料
(
轍
(

7

)

)

、
「
候
例
」
は
後
省
案
(
成
書
)
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
「
佑
司
」
も
ま
た
吏
額
房
以
外
で
は

、

h
川
ノ

一
年
弱
を
遡
れ
ば
、
四
年
五
月
末
と
六
月
初
の
交
、
轍
の
戸
部
離
任
以
前
に
後
省
案
は
「
成
書
」
し
た
(
『
長
編
』
巻
四
二
九
/
九
、
同
巻
四
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な
い
。
李
煮
は
「
笥
子
」
を
五
年
六
月
是
月
僚
に
繋
る
。
依
り
に
六
月
末
の
上
奏
と
み
な
し
、
「
曾
て
未
だ
通
歳
な
ら
ず
」
を
字
義
通
り
に
と

四
四
/
一
七
j

一
九
九

吏
額
・
吏
械
の
削
減
が
六
部
・
土
寸
監
の
膏
吏
に
行
わ
れ
、
三
省
・
植
密
院
吏
に
及
ば
ぬ
賄
を
批
難
し
た
、
御
史
中
丞
惇
嘉
食
の
上
奏
に
は
、

「
(
四
年
)
八
月
十
六
日
」
の
自
注
が
有
る
と
李
煮
は
い
う
。
少
な
く
と
も
同
日
以
前
、
後
省
案
を
起
源
と
す
る
|
|
吏
額
房
が
改
訂
を
加
え

た
|
|
削
減
は
始
動
し
て
い
た
。
嘉
散
は
自
身
の
論
よ
り
は
「
其
の
候
列
甚
だ
詳
」
で
あ
る
と
し
て
、
先
行
す
る
殿
中
侍
御
史
孫
升
上
奏
の
検

討
を
要
求
す
る
。
「
其
の
時
を
得
ず
」
と
し
て
李
烹
が
七
月
末
に
附
す
升
上
奏
四
件
の
、
第
二
・
第
三
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
件
で
升
は
、

「
今
月
十
六
日
指
揮
」
を
以
て
下
さ
れ
た
、
「
戸
部
申
明
(
戸
部
白
笥
子
)
」
を
論
難
す
る
。
諸
司
の
吏
に
は
「
三
庭
」
以
上
か
ら
の
請
給
受
領

を
禁
ず
る
一
方
、
賓
質
的
に
三
省
・
植
密
院
吏
に
限
定
さ
れ
る
、
現
に
「
三
慮
己
上
」
か
ら
受
領
し
て
い
る
も
の
の
、
「
多
帯
請
給
」
の
既
得
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権
を
追
認
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
十
六
日
」
以
前
に
六
部
等
青
吏
の
吏
帳
は
、
削
減
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
既
に
「
行
賓
』
等
が
「
戸
部
裁
節
冗



44 

費
」
も
吏
額
房
に
移
管
さ
れ
た
と
謹
言
す
る
以
上
、
こ
の
削
減
と
吏
額
房
は
決
し
て
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
第
一
の
そ
れ
は
必
ず
し
も
莞
食
の

所
謂
「
候
列
」
に
は
該
首
し
な
い
が
、
ま
ず
浮
費
所
の
建
言
に
よ
る
御
史
蓋
六
察
の
書
吏
六
名
の
削
減
に
抗
議
し
、

旨
」
が
御
史
蓋
令
を
改
め
、
主
目
吏
の
出
職
資
格
を
最
格
に
す
る
一
方
、
貼
司
の
採
用
基
準
を
緩
和
し
た
不
首
を
論
じ
て
い
る
。
浮
費
所
の
建
言

の
、
震
源
が
吏
額
房
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
削
減
は
「
十
六
日
」
以
前
に
始
動
し
て
い
た
(
『
長
編
』
巻
四
一
三
/
一

0
1
一一一二三

つ
い
で
「
七
月
十
六
日
朝

一Ill-ι

一
二
、
岡
山
香
四
三
O

/
二

『
行
賓
』
等
の
所
謂
「
才
か
に
雨
月
」
は
、
李
烹
の
理
解
に
反
し
て
、
「
都
司
檀
擬
」
に
先
行
す
る
吏
額
房
の
全
活
動
期
間
で
は
あ
り
え
ず
、

劉
撃
『
日
記
』

の
い
う
「
後
省
行
遣
」
に
封
比
す
べ
き
、
後
省
案
(
成
書
)
に
封
す
る
吏
額
房
の
改
訂
(
増
損
)
期
間
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
。

改
訂
と
は
例
え
ば
不
補
充
原
則
の
否
定
|
|
新
定
員
に
基
く
現
員
削
減
ー
ー
で
あ
り
、
官
制
改
革
以
前
か
ら
の
膏
吏
に
封
す
る
新
出
職
規
程
の

一
律
適
用
で
あ
る
。
こ
れ
に
要
し
た
「
雨
月
」
は
首
然
、
吏
額
房
創
設
に
直
接
連
積
す
る
。
吏
額
房
を
め
ぐ
る
時
系
列
は
以
下
の
よ
う
に
整
序

数

月

妻立

大防濁員

吏額房創設

雨

Jj 

月

E怒E手

呂大防

左僕射

聖旨

11/9 

119 

4/5 

6/5 

主「ー

年

同

年

「録黄誤下」

劉塾

門卜侍郎

「都司撞擬j

詔

8~9 

1O~11 

11/9 

五

年
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部分は李煮の想、定

〈附園) 1 
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で
き
る
。

(
1
)
元
祐
三
年
十
一
月
九
日
、
後
省
案
大
綱
聖
旨
獲
得
、

(
2
)
「
数
月
」
後
、
四
年
六
月
九
日
以
前
の
後
省
案
「
成
主
百
」
、

(
3
)

吏
額
房
創
設
(
後
省
裁
定
吏
額
、
戸
部
裁
節
允
費
移
管
)
、

(
4
)
二
箇
月
弱
な
い
し
は
一
箇
月
強
(
才
雨
月
)
を
費
や
し
た
後
省
案
改
訂
、

(
5
)

七
月
前
中
十
に
お
け
る
削
減
始
動
で
あ
る
。

(
5
)
か
ら
「
才
雨
月
」
を
遡
る
、
恐
ら
く
は
四
年
六
月
初
が
吏
額
房
創
設
の
時
で
あ
る
。
六
月
五

日
に
は
沼
純
仁
解
任
に
伴
い
首
相
呂
大
防
は
濁
員
と
な
っ
て
い
る
。
創
設
の
誘
因
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
は
、
次
相
と
い
う
抑
止
力
の
消
滅
で

あ
ろ
う
(
〈
附
園
〉

I
参
照
)

0

U 

吏

額

自リ

減
ー
上
史
額
一
房
と
浮
費
所
|
|

吏
額
削
減
の
且
ハ
瞳
的
方
針
を
示
し
た
元
茄
三
年
十
一
月
二
十
三
日
(
乙
升
)
詔
は
、
恐
ら
く
は
同
月
の
後
省
案
大
綱
の
聖
旨
獲
得
に
連
動
し
、

翌
々
月
の
八
日
詔
は
そ
の
設
展
形
態
と
い
え
よ
う
。
該
詔
は
吏
額
に
言
及
す
る
以
前
、
ま
ず
宰
執
以
下
官
吏
の
大
躍
に
際
し
奏
薦
し
う
る
恩
蔭

の
範
園
の
、
削
減
を
命
じ
る
。
官
吏
の
宗
族
・
姻
戚
等
の
恩
蔭
に
よ
る
任
官
な
い
し
は
陸
進
の
抑
制
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
浮
費
削
減
の
一
環

で
あ
る
。
つ
い
で
該
詔
は
宰
執
給
使
人
の
思
例
と
吏
額
と
に
、
と
も
に
四
分
の
一
削
減
と
い
う
共
通
の
基
準
を
適
用
す
る
。
同
年
間
十
二
月
六
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日
(
戊
中
)
詔
は
、
陸
進
一
年
以
内
の
宰
執
に
封
す
る
錫
賜
物
を
減
牛
す
べ
し
と
す
る
三
省
に
封
し
、

(
同
)

と
い
う
。
こ
の
基
準
は
逐
次
他
に
も
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
同
年
十
二
月
十
三
日
(
甲
寅
)
詔
は
、
宣
仁
高
氏
・
柿
宗
皇
后
向
氏
・
哲
宗
生
母
朱

一
年
以
上
の
者
も
四
分
の
一
を
減
ぜ
よ

氏
親
族
の
聖
節
・
大
曜
等
に
伴
な
う
恩
淳
も
、

指
揮
を
降
し
入
流
を
裁
減
せ
し
む
、
本
家
所
得
の
恩
淳
も
亦
た
宜
し
く
四
分
の
一
を
減
ず
べ
し
[
傍
黙
引
用
者
こ
と
い
う
。
「
指
揮
」
が
十
一

月
二
十
三
日
詔
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
李
烹
所
引
で
は
宰
執
給
使
人
と
吏
額
に
は
限
ら
れ
で
も
、
そ
れ
以
外
に
も
四
分
の
一
削
減
を
該
詔
が
命
じ

一
律
に
四
分
の
一
を
減
ぜ
よ
と
命
ず
る
が
、
こ
れ
に
先
行
す
る
宣
仁
宣
論
に
、
「
近
ご
ろ
己
に

た
か
、
あ
る
い
は
該
詔
以
後
追
加
措
置
と
し
て
、
恩
蔭
全
般
に
こ
の
基
準
が
擦
大
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
省
案
大
綱
で
は
、
各
官
属
膏
吏
の
所
要
員
数
(
定
員
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
各
等
「
生
事
」
か
ら
算
出
さ
れ
た
「
分
数
」
に
釘
麿
す
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る
(
轍
(

4

)

)

。
二
十
三
日
詔
所
定
の
一
律
四
分
の
一
削
減
と
は
雨
立
し
難
い
。
十
一
月
九
日
聖
旨
獲
得
以
後
蘇
轍
は
、
「
生
事
」
資
料
を
獲
得
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す
べ
く
「
数
月
」
に
渉
り
、
膏
吏
に
封
し
不
補
充
原
則
の
周
知
に
努
め
て
い
る
か
ら
、

二
十
三
日
詔
以
後
も
「
分
数
」
法
を
断
念
し
た
わ
け
で

は
あ
る
ま
い
(
轍
(

7

)

)

0

だ
が
少
な
く
と
も
「
分
数
」
法
の
み
に
依
援
し
た
所
要
員
数
の
算
出
と
そ
の
定
員
化
は
、
許
容
さ
れ
え
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
不
補
充
原
則
の
場
合
と
異
な
り
「
分
散
」
法
不
徹
底
に
轍
が
抗
議
し
た
形
遮
は
無
い
。
吏
額
の
み
に
関
わ
る
「
分
数
」
法
の
上
位

に
一
般
原
則
と
し
て
、
四
分
の
一
原
則
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
も
ま
し
て
、
官
一
仁
自
身
が
こ
れ
を
高
氏
恩
津
に
遁
用
さ
せ
た
事
賓
が
、
異
議
を

封
殺
し
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
不
補
充
原
則
は
二
十
三
日
詔
に
採
用
さ
れ
た
。
「
三
省
・
六
苗

7
蓋
省
・
寺
監
・
諸
司
吏
人
、
四
分
内
逐
等
各
三

分
を
以
て
額
と
矯
し
其
の
鈴
分
は
亜
て
滅
ぜ
ざ
れ
、
閥
有
る
を
候
ち
毎
回
人
三
人
を
補
し
、
減
じ
て
額
に
至
ら
ば
罷
め
よ
[
傍
縛
引
用
者
]
」
が

そ
れ
で
あ
る
。
「
逐
等
」
と
は
、
例
え
ば
三
省
に
お
け
る
録
事
・
都
事
・
主
事
・
令
史
・
書
令
史
等
の
職
階
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
「
逐
等
」
ご
と(ω) 

の
ち
三
省
が
「
選
不
行
」
と
抗
議
し
こ
の
酷
は
修
正
さ
れ
た
。

に
闘
員
が
四
員
に
達
す
る
の
を
候
ち
、
三
員
の
み
補
填
す
る
こ
と
と
し
た
が
、

「
徐
分
云
云
」
に
つ
い
て
も
三
省
は
「
指
揮
未
明
」
と
不
満
を
示
す
。
以
下
に
み
る
よ
う
に
梁
烹
は
、
吏
額
削
減
が
四
分
の
一
以
上
に
及
ぼ
う
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と
す
る
趨
勢
に
危
機
感
を
有
っ
て
い
る
か
ら
、
「
鈴
分
云
云
」
と
は
削
減
は
四
分
の
一
を
限
度
と
す
る
意
で
あ
ろ
う
。
該
詔
の
唯
一
擬
に
至
る
ま

で
の
経
緯
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
三
省
を
構
成
す
る
宰
執
の
聞
の
合
意
形
成
の
不
足
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
み
た
如
く
市
沖
所
撰
組
関
「
家

惇
』
は
、
「
省
吏
額
」
と
と
も
に
「
減
任
子
」
等
も
呂
大
防
の
主
要
業
績
に
数
え
る
。
大
防
が
該
詔
進
擬
の
推
進
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
可
能
性

は
、
高
い
(
『
長
編
』
巻
四
一
七
/
六
j

七
、
同
巻
四
一
九
/
四
、
同
巻
四
一
九
/
八
j

九)。

吏
額
削
減
は
四
年
末
に
は
、
三
年
十
一
月
詔
所
定
の
四
分
の
一
を
越
え
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
を
論
難
す
る
御
史
中
丞
梁
烹
上
奏
の
月
日
を
李

(
幻
)

煮
は
概
し
て
確
定
し
え
て
い
な
い
が
、
四
年
十
一
月
十
四
日
(
戊
子
)
に
繋
る
そ
の
貼
黄
は
「
諸
庭
減
却
せ
る
人
吏
己
に
多
き
も
云
云
」
と
し

た
あ
と
、
「
前
来
四
分
に
一
を
減
ぜ
よ
の
指
揮
未
だ
己
ま
ざ
る
に
又
た
復
た
再
減
の
指
揮
有
り
、
故
に
曹
部
人
等
吏
往
往
懐
疑
萄
筒
し
復
た
勉

闘
せ
ず
、
今
事
源
を
澄
す
る
に
務
め
ず
徒
、
だ
省
吏
の
み
を
欲
す
、
此
れ
建
議
の
人
之
を
思
わ
ざ
る
の
甚
だ
し
き
な
り
[
傍
貼
引
用
者
]
」
と
い
う
。

(
幻
)

つ
い
で
「
省
官
」
で
あ
り
、
「
省
吏
」
は
こ
れ
に
次
ぐ
と
し
、
弊
害
の
根
源
は
「
官
司
守

上
奏
冒
頭
で
烹
は
ま
ず
優
先
さ
る
べ
き
は
「
省
事
」

執
の
不
一
、
文
書
行
移
の
繁
複
に
在
」
る
と
い
う
。
「
事
源
」
と
は
こ
れ
を
指
し
、
「
省
事
」
と
は
そ
の
解
泊
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
因
み
に
「
守



執
の
不
こ
は
恐
ら
く
は
、
司
馬
光
に
由
来
す
る
。

梁
喜
一
は
首
面
す
る
削
減
の
主
瞳
を
、
浮
費
所
で
あ
る
と
理
解
し
た
如
く
で
あ
る
。
李
喜
一
が

『
(
元
一
桁
)
密
疏
』
に
よ
り
「
十
二
月
十
八

〔
八
?
〕
日
」
と
し
た
梁
烹
上
奏
は
、
「
省
事
」
「
省
官
」
を
賓
施
し
え
な
い
な
ら
ば
、
暫
定
的
に
「
四
分
減
一
分
法
」
を
遵
守
し
、
そ
れ
以
外

の
「
未
行
」
の
削
減
は
一
切
罷
め
よ
と
し
た
あ
と
、
浮
費
所
を
「
細
砕
苛
急
」
と
断
じ
、
所
差
官
宋
肇
|
|
あ
る
い
は
先
出
「
建
議
の
人
」
か

ー
ー
の
罷
克
、
削
減
業
務
の
戸
部
へ
の
回
牧
を
要
求
す
る
。
そ
の
貼
黄
は
、
「
大
臣
」
|
|
日
大
防
で
あ
ろ
う
ー
ー
に
喜
ば
れ
る
宋
肇
の
罷
克

を
求
め
つ
い
で
、
「
其
の
省
吏
の
事
」
は
「
巳
に
著
令
施
行
す
る
者
(
四
分
減
一
分
)
」
を
除
き
、
未
施
行
の
も
の
は
一
切
罷
め
よ
と
主
張
を
繰

返
す
。
浮
費
所
と
宋
肇
を
削
減
の
主
犯
と
認
定
し
て
い
る
。
浮
費
所
は
前
年
十
一
月
詔
の
賓
施
主
岨
胞
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
で
あ
る
。
た
だ

「
録
黄
誤
下
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
す
で
に
こ
の
時
期
確
貰
に
存
在
し
た
吏
額
房
へ
の
言
及
は
無
い
。
梁
烹
の
一
連
の
議
論
か
ら
浮
費
所
が

戸
部
に
属
し
た
こ
と
も
、

ほ
ぼ
確
か
め
ら
れ
る
。
五
年
「
正
月
十
日
」
の
自
注
が
有
る
と
李
烹
が
い
う
上
奏
で
は
、
浮
費
所
廃
止
要
求
の
理
由
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を
、
浮
費
削
減
は
本
来
戸
部
の
所
掌
で
あ
り
「
置
局
別
領
」
せ
し
む
べ
き
で
は
な
い
と
説
明
す
る
。
李
喜
一
が
五
年
三
月
末
に
繋
る
そ
れ
で
は
、

青
吏
の
罷
称
は
「
縦
貧
の
賓
有
り
」
等
と
論
じ
、
貼
黄
で
は
「
戸
部
置
局
減
省
己
に
久
し
」
と
い
い
浮
費
所
の
廃
止
を
乞
う
。
浮
費
所
は
、
前

年
末
蘇
轍
が
戸
部
へ
の
設
置
を
求
め
た
「
司
」
で
あ
り
う
る
。
「
曹
部
人
等
吏
云
云
」
と
い
う
梁
薫
貼
黄
か
ら
す
れ
ば
、
浮
費
所
は
、
「
戸
部
裁

節
允
費
」
の
み
な
ら
ず
「
後
省
裁
定
吏
額
」

の
、
賓
施
権
首
者
で
も
あ
っ
た
(
『
長
編
』
巻
四
三
五
/
二
二
、
同
巻
四
三
六
/
五
、
同
巻
四
三
七
/
一
、

岡
山
奇
四
二
O

/
二
)
0

梁
室
用
の
護
言
か
ら
す
れ
ば
こ
の
時
期
御
史
蓋
は
、
吏
額
房
に
つ
い
て
の
情
報
を
有
た
な
か
っ
た
。
十
月
初
に
中
丞
に
就
任
し
た
烹
が
吏
額
房

の
存
在
を
知
り
え
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
七
月
十
六
日
以
後
、
浮
費
所
の
建
言
に
係
る
六
察
書
吏
十
四
名
の
う
ち
、
四
分
の
一
を
越
え
る
六
名

の
削
減
、
戸
部
白
笥
子
を
以
て
通
達
さ
れ
た
三
省
等
吏
既
得
権
の
追
認
に
抗
議
し
た
御
史
孫
升
の
場
合
も
同
断
で
あ
る
。
室
用
の
前
任
者
博
亮
散

の
、
削
減
が
六
部
等
に
の
み
行
わ
れ
三
省
等
が
聖
域
化
さ
れ
て
い
る
と
し
、
升
「
候
列
」
の
検
討
を
要
求
し
た
、
八
月
上
奏
に
お
け
る
「
置

司
」
も
吏
額
房
で
は
な
く
、
浮
費
所
設
置
の
謂
で
あ
ろ
う
。
煮
の
前
任
は
左
諌
議
大
夫
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
十
月
以
前
、
棄
を
は
じ
め
右
諌
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(
お
)

義
大
夫
活
組
再
以
下
諌
官
も
、
吏
額
房
の
存
在
を
知
得
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

戸
部
に
附
置
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
浮
費
所
が
公
的
存
在
で
あ
る
の
に
比
べ
、
吏
額
房
は
専
ら
宰
相
呂
大
防
一
個
に
直
属
す
る
。
次
章
の
検
討
で

明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
吏
額
房
所
掌
の
案
件
は
任
、
水
害
が
総
裁
し
、
大
防
が
賓
質
的
に
は
車
濁
で
進
擬
し
救
令
と
し
て
行
下
さ
れ
た
。
行
下

以
後
首
該
案
件
は
戸
部
な
い
し
は
浮
費
所
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
大
防
進
擬
案
の
由
来
す
る
所
は
大
防
の
背
後
に
隠
蔽
さ
れ
、
少

な
く
と
も
あ
る
時
期
ま
で
蓋
諌
が
知
り
え
た
の
は
、
救
令
行
下
以
後
の
過
程
に
限
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
吏
額
房
自
瞳
は
膏
吏
の
み
で
構
成
さ
れ

る
か
ら
、
職
事
官
盟
系
に
お
け
る
い
か
な
る
部
局
に
封
し
で
も
、
公
的
に
は
護
令
あ
る
い
は
指
示
の
主
睦
で
は
あ
り
え
な
い
。
だ
が
賓
質
的
に

は
大
防
を
介
し
て
、
吏
額
削
減
等
の
震
源
で
あ
り
え
た
。

吏
額
房
の
名
を
牽
諌
の
上
奏
に
見
出
す
、
時
期
的
に
最
も
早
い
事
例
は
例
え
ば
、
都
司
「
檀
擬
」
を
弾
劾
す
る
諌
官
劉
安
世
の
「
論
都
司
官

吏
違
法
擬
賞
事
」
第
一
章
に
お
け
る
「
向
書
省
吏
額
房
中
書
後
省
所
僚
の
六
曹
寺
監
吏
人
額
椋
文
字
を
看
詳
し
畢
り
云
云
」
で
あ
る
。
李
烹
は

中
丞
梁
烹
・
侍
御
史
孫
升
等
上
奏
と
と
も
に
、
安
世
の
全
八
章
を
一
括
し
て
五
年
三
月
末
に
繋
る
。
煮
は
一
連
の
上
奏
の
月
日
を
な
べ
て
特
定

し
え
て
い
な
い
が
、

た
だ

(
1
)
安
世
第
六
章
お
よ
び
そ
の
別
幅
章
一
が
、
第
七
章
の
所
謂
「
前
月
十
九
日
所
進
笥
子
」
で
あ
る
、

(
2
)
三
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月
二
十
六
日
の
任
、
水
害
の
吏
部
迭
致
慮
分
を
以
て
蓋
諌
の
論
列
は
終
偲
し
た
、

の
二
貼
を
確
賓
と
み
な
す
。
こ
れ
が
烹
の
繋
年
の
根
擦
で
あ
ろ

ぅ
。
特
に

(
1
)
か
ら
す
れ
ば
安
世
第
一
章
は
、

一
一
月
十
九
日
以
前
の
上
奏
に
係
る
。
「
檀
擬
」
を
承
け
た
正
月
二
十
三
日
詔
が
吏
額
房
吏
に

破
格
の
恩
例
を
認
め
た
故
に
、
吏
額
房
の
存
在
は
よ
う
や
く
公
然
化
し
た
(
『
長
編
』
巻
四
四
O
/
二
j

一
八
、
『
墨
言
集
』
巻
一

O
、
同
巻
一

) 

O 

劉
安
世
に
撮
れ
ば
任
、
水
害
等
の
功
績
は
、
後
省
の
「
己
成
の
書
」
に
「
参
校
を
覆
行
し
精
か
損
盆
有
る
の
み
」
の
「
看
詳
」
に
過
、
ぎ
な
い
。

そ
の
故
に
例
え
ば
元
結
元
年
十
月
救
「
人
吏
文
書
を
主
行
す
る
は
職
事
の
首
然
云
云
」
を
引
き
、
出
職
等
の
陸
準
で
は
な
く
支
賜
に
止
め
よ
と

も
い
う
(
安
旺
第
三
章
、
六
章
)
。
「
看
詳
」
は
後
省
案
の
改
訂
|
|
『
日
記
』

の
所
謂
「
増
損
」
|
|
に
等
し
い
。
永
書
等
の
業
績
が
「
看
詳
」

に
止
ま
る
限
り
、
安
世
の
主
張
は
あ
る
い
は
安
富
で
あ
り
う
る
。
た
だ
安
世
は
じ
め
牽
諌
に
は
永
書
等
の
業
績
を
、
極
力
倭
小
化
し
た
い
欲
求

が
有
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
方
特
に
日
大
防
が
永
書
等
に
、
削
減
に
お
け
る
「
看
詳
」
以
上
の
功
績
を
認
め
た
と
し
て
も
、
果
し
て
こ
れ
に
針
麿



し
う
る
推
恩
規
程
が
存
在
し
た
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
吏
額
房
が
職
事
官
盟
系
の
枠
外
に
、
新
規
に
特
設
さ
れ
た
部
局
で
あ
る
の
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
政
策
の
立
案
さ
ら
に
は
賓
施
段
階
に
、
膏
吏
の
介
入
を
認
め
た
成
文
規
程
の
存
在
は
想
定
し
難
い
。
「
看
詳
」
を
名
目
と
し
つ
つ
所

定
以
上
の
推
恩
を
、
敢
て
左
右
司
に
「
檀
擬
」
さ
せ
た
と
も
み
な
し
う
る
。

V 

「
録
黄
課
下
中
書
」

元
結
四
年
六
月
の
吏
額
房
創
設
後
、
後
省
案
(
成
来
日
)
に
お
け
る
不
補
充
原
則
の
否
定
等
、
吏
額
房
が
濁
自
の
改
訂
を
加
え
た
期
間
が
、
連

績
す
る
と
論
じ
た
。
後
省
が
成
就
し
た
「
十
に
八
九
」
に
、
劉
安
世
に
依
り
れ
ば
「
精
か
損
益
有
」

っ
た
こ
の
期
聞
が
、
「
雨
月
」
で
あ
る
と

み
な
し
た
。
「
雨
月
」
は
翌
年
の
宣
室
諌
の
所
謂
「
看
詳
」
の
期
間
で
あ
る
。
吏
額
房
の
業
績
が
も
し
「
看
詳
」
に
蓋
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
創
設

後
「
雨
月
」
を
経
た
あ
と
、
そ
の
活
動
は
停
止
し
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
御
史
蓋
等
青
吏
の
削
減
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
劉
撃
『
日

記
』
の
停
え
る
「
録
黄
誤
下
中
書
」
は
、
「
雨
月
」
後
も
依
然
そ
の
活
動
が
、
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
一
不
す
。

(
お
)

時
系
列
に
則
り
再
構
成
し
た
そ
の
概
略
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
(
1
)
日
大
防
は
都
省
封
椿
房
令
史
任
、
水
害
を
信
任
し
裁
省
の
事
を
総
裁

さ
せ
た
。
、
水
害
は
都
事
時
沈
以
下
三
名
を
選
び
そ
の
事
を
同
領
し
た
。
大
防
は
戸
部
・
後
省
の
所
上
を
壷
く
牧
め
吏
額
房
を
都
省
に
置
き
、
司

49 

空
府
を
局
と
し
た
o
(
2
)

四
年
八
・
九
月
の
聞
塾
が
中
書
侍
郎
の
と
き
、
封
書
が
内
降
さ
れ
た
。
中
書
省
及
び
尚
書
省
に
付
す
「
童
旦
可
」
二

状
で
あ
り
、

一
は
裁
減
宗
室
冗
費
、

一
は
裁
定
六
曹
吏
額
文
書
で
あ
っ
た
。
〔
中
主
目
〕
戸
房
吏
は
尚
書
省
に
封
迭
す
る
よ
う
請
、
っ
た
。
撃
は
日

う
「
常
時
丈
書
は
録
黄
を
作
り
門
下
省
に
、
退
る
(
過
門
)
、
封
迭
せ
よ
と
は
な
ぜ
か
」
吏
は
日
う
「
尚
書
省
は
こ
の
よ
う
に
施
行
す
る
こ
と
己

に
久
し
い
、
尋
常
の
(
書
一
可
さ
れ
た
)
奏
賦
は
末
尾
の
帖
に
『
乞
ウ
尚
書
省
ニ
付
セ
』
と
あ
る
、
今
回
は
帖
を
忘
れ
た
か
ら
中
書
に
降
っ
た
に

お
く

ち
が
い
な
い
」
撃
は
日
う
「
「
書
一
可
』
さ
れ
た
丈
書
は
中
書
に
付
す
べ
き
だ
、
救
令
に
依
ら
ず
之
を
行
る
こ
と
は
便
か
否
か
」
吏
は
日
う
「
如

何
に
す
べ
き
か
向
書
省
に
間
合
わ
せ
た
い
」
こ
れ
を
許
し
た
。
戸
房
の
帖
子
に
日
う
「
内
降
二
肢
は
云
云
、
録
黄
を
作
る
べ
き
か
、
都
省
に
直
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迭
す
べ
き
か
、
都
省
は
此
の
事
に
類
す
る
者
は
現
今
何
の
法
を
用
い
如
何
に
施
行
し
て
い
る
か
委
ら
か
に
し
な
い
」

(
3
)
三
日
後
永
書
は
中



50 

書
省
に
至
り
、
大
防
の
旨
と
し
て
門
下
・
中
書
省
吏
も
吏
額
削
減
に
参
加
さ
せ
る
禰
縫
策
を
停
え
る
が
撃
は
拒
百
す
る
。
撃
は
、
水
害
に
日
う

「
内
降
二
肢
は
如
何
に
施
行
す
べ
き
か
判
ら
ぬ
か
ら
間
合
わ
せ
た
〈
中
略
〉
帖
子
に
回
答
し
た
く
な
け
れ
ば
留
下
せ
よ
」
永
書
は
恐
れ
て
日
う

(
幻
)

二
賦
は
常
に
依
り
行
し
で
も
差
支
え
な
い
(
不
敢
如
此
内
降
二
駅
依
常
行
不
妨
)
」
か
く
て
録
黄
を
作
り
行
出
し
た
。

(
4
)

「
と
ん
で
も
な
い
、

一
一
日
た
ち
、
水
害
は
笥
子
草
稿
を
持
し
至
り
日
う
「
吏
額
房
丈
字
は
謹
密
か
つ
速
を
要
し
た
故
に
従
来
直
行
し
て
き
た
が
法
的
根
擦
は
無
い
(
然

未
有
法
令
)
、

三
省
共
同
進
擬
の
形
式
で
(
作
三
省
同
請
)
磨
ゆ
る
吏
額
房
裁
省
の
事
は
致
仕
官
丈
書
行
遣
例
に
依
る
裁
可
を
得
た
い
、
御
指
示

願
い
た
い
(
所
貴
得
一
指
輝
遵
守
)
」
撃
は
直
行
は
致
仕
官
の
場
合
の
み
安
首
と
し
日
う
「
〈
前
略
〉
裁
省
の
事
は
速
に
務
め
て
麿
法
す
べ
き
で
は

(
お
)

な
い
、
謹
密
を
欲
す
る
な
ら
ば
向
書
一
省
の
ほ
う
が
謹
密
で
あ
る
、
三
省
全
盟
で
緊
議
す
べ
き
だ
」
(
5
)
異
日
大
防
は
こ
の
草
稿
を
示
し
撃

(
却
)

に
日
う
「
こ
の
件
は
と
り
あ
え
ず
了
承
さ
れ
た
い
(
此
事
R
奥
了
之
)
」
撃
は
日
う
「
諾
」
、
だ
が
撃
は
、
大
防
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
か
っ
た

(
初
)

た
め
疑
わ
れ
た
(
見
疑
)
こ
と
に
、
気
づ
か
な
か
っ
た
。

元
豊
五
年
二
月
一
日
(
発
丑
)
詔
に
擦
れ
ば
録
黄
と
は
、
中
書
省
が
「
批
降
を
受
」
け
る
か
「
覆
請
し
旨
を
得
」
る
か
「
熟
肢
を
入
れ
書
一
を
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い
ず
れ
か
に
よ
り
君
主
の
指
示
・
裁
可
を
得
た
案
件
に
つ
き
こ
れ
を
黄
紙
に
記
銀
し
、
令
・
侍
郎
・
会
白
人
が
「
宣
・
奉
・
行
」
を

(
泊
)

童
目
し
た
あ
と
、
門
下
省
に
送
り
そ
の
審
査
を
受
け
る
文
書
で
あ
る
。
中
圭
日
の
護
信
に
係
り
君
主
か
ら
中
書
等
に
下
さ
れ
る
丈
書
で
は
な
い
。
李

得
」
る
か
、

烹
の
所
謂
「
録
黄
誤
下
中
主
目
」
は
適
切
を
訣
く
。
劉
撃
は

「
日
記
』
同
僚
で
、

二
状
行
下
に
つ
き
争
っ
た
の
は
「
本
よ
り
救
令
中
書
・
門
下
を

経
ず
給
舎
も
皆
な
預
聞
せ
ざ
る
が
矯
の
み
」
と
い
う
。
中
書
に
「
誤
下
」
さ
れ
ず
直
行
さ
れ
た
場
合
、
二
拭
は
た
だ
ち
に
救
令
と
化
し
向
書
都

省
か
ら
行
下
さ
れ
た
。
(
4
)
「
致
仕
官
丈
書
行
遣
例
」
は
、
丈
書
行
政
の
遅
滞
の
故
に
有
資
格
者
が
、
致
仕
に
伴
う
恩
典
を
取
得
せ
ず
に
死
亡

す
る
事
態
を
、
回
避
す
べ
く
採
ら
れ
た
特
例
措
置
で
、
『
行
賓
」
は
こ
れ
を
「
故
に
立
法
し
丈
書
は
一
一
一
省
の
築
を
以
て
入
る
と
難
も
而
れ
ど
も

(

日

記

)

都
省
に
直
付
す
」
と
説
明
す
る
。
二
賦
の
場
合
は
こ
れ
と
異
な
り
、
一
一
一
省
の
築
書
ば
か
り
か
こ
れ
に
先
立
つ
合
議
も
省
略
さ
れ
た
。
(
2
)
戸

房
吏
の
語
を
同
じ
く
『
行
賓
」
は
、
「
尚
書
省
吏
額
の
事
を
以
て
奏
入
す
る
毎
に
必
ず
径
ち
に
本
省
に
下
さ
し
む
る
や
己
に
久
し
」
と
表
記
す

る
。
吏
額
案
件
は
向
書
省
の
車
濁
進
擬
(
奏
入
)
に
係
る
。
裁
可
(
書
一
可
)
後
に
お
け
る
給
事
中
の
封
駁
、
中
書
舎
人
の
封
還
の
機
舎
が
諌
め



奪
わ
れ
て
い
た
ば
か
り
か
、
案
件
の
立
案
・
進
擬
、
裁
可
後
の
救
令
行
下
に
至
る
ま
で
の
全
過
程
か
ら
、
首
時
門
下
侍
郎
の
孫
園
、
中
主
百
侍
郎

劉
撃
の
雨
執
政
官
も
排
除
を
設
定
さ
れ
て
い
た
。
雨
侍
郎
の
み
な
ら
ず
同
じ
く
執
政
官
で
あ
っ
た
向
書
左
丞
韓
忠
彦
、
右
丞
許
将
も
こ
れ
に
闘

輿
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
安
世
序
は
、
大
防
が
永
幸
町
に
吏
額
房
を
委
ね
「
未
だ
嘗
て
同
列
に
謀
及
せ
ず
」
と
い
い
、

「
遣
老
惇
』
は
、
吏

額
房
に
よ
る
現
員
削
減
を
惇
え
た
あ
と
「
凡
ゆ
る
奏
上
行
下
皆
な
微
仲
(
大
防
)
之
を
専
ら
に
し
復
た
三
省
を
経
ず
」
と
い
う
か
ら
で
あ
る

(
轍
(
日
)

)

0

(

1

)

司
空
府
で
の
置
局
に
も
、
吏
額
房
の
密
室
性
を
捨
保
し
左
右
丞
の
介
入
を
も
排
除
す
る
音
訓
固
を
窺
い
う
る
。

(
2
)
戸
房

吏
の
謹
言
に
み
る
よ
う
に
直
行
は
、
二
吠
「
誤
下
」
以
前
か
ら
常
態
化
し
て
い
た
。
後
省
の
み
な
ら
ず
戸
部
所
上
(
裁
節
光
費
)
も
、
水
害
は
線

一
切
の
削
減
を
吏
額
房
が
立
案
し
、
大
防
が
進
擬
し
て
裁
可
を
得
、
都
省
に
直
行
せ
し
め
て
護
令
し
、
戸
部
等
に
賓
施
せ
し
め
た
と

裁
し
た
。

み
な
し
う
る
。
し
か
も
一
一
一
省
の
築
書
を
得
て
い
た
致
仕
官
丈
書
と
は
異
な
り
、
永
書
自
身
認
め
る
如
く
そ
の
直
行
に
法
的
根
擦
は
無
か
っ
た
。

「
乞
ウ
尚
書
省
ニ
付
セ
」
の
添
附
が
忘
れ
ら
れ
る
遇
護
的
遺
漏
が
無
け
れ
ば
、
不
法
服
態
は
な
お
纏
績
し
た
。

(
5
)
の
大
防
に
輿
え
た
撃
の
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同
意
に
よ
り
不
法
状
態
は
ひ
と
ま
ず
解
消
は
し
た
。

(
4
)
永
書
を
介
し
た
コ
二
省
同
請
」
提
議
は
一
見
す
れ
ば
大
防
の
譲
歩
に
似
る
。
だ
が

撃
の
希
望
し
た
緊
議
す
ら
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
以
上
爾
後
の
「
同
請
」
も
、
事
後
承
認
に
等
し
い
築
書
に
過
ぎ
ま
い
。
直
行
は
い
う
ま
で
も
な

く
元
壁
官
制
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
撃
の
同
意
は
逸
脱
の
追
認
に
似
る
。
「
課
下
」
以
後
も
大
防
が
賓
質
的
に
進
擬
権
を
濁
檀
し
、
直
行
も
継

績
し
え
た
と
す
れ
ば
、
「
誤
下
」
を
以
て
大
防
と
吏
額
房
と
の
削
減
が
、
阻
害
さ
れ
た
と
み
な
す
べ
き
理
由
は
無
い
。
四
年
末
ま
で
中
丞
梁
烹

が
批
判
し
た
吏
額
削
減
は
、
か
か
る
方
法
で
具
瞳
化
し
た
で
あ
ろ
う
。

の
次
の
一
節
は
錯
簡
が
無
い
限
り
「
誤
下
」
以
前
の
、
水
害
の
動
向
で
あ
る
。

(
1
)
永
書
に
よ
る
総
裁
と
そ
の
専
横
を
の
べ
た
あ

『
日
記
』

と、

(
3
)
の
直
前
に
位
置
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
丈
字
を
入
れ
る
毎
に
永
書
持
し
て
両
省
に
至
り
略
ぼ
大
葉
を
指
読
し
、
同
書
し
て
進
入
せ
ん

こ
と
を
請
い
、
向
書
省
に
付
し
本
省
を
し
て
白
救
を
用
い
行
下
せ
し
め
ん
こ
と
を
乞
う
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
永
書
は
「
文
字
」
の
趣
旨
説
明
の

の
ち
三
省
「
同
書
」
進
擬
と
裁
可
後
の
尚
書
省
へ
の
直
行
・
護
令
を
要
請
し
、
雨
省
は
こ
れ
を
承
認
し
た
如
く
で
あ
る
。
「
丈
字
」
は
吏
額
・
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宗
室
の
そ
れ
で
は
あ
る
ま
い
。
要
請
が
す
で
に
承
認
さ
れ
て
い
れ
ば
撃
の
録
黄
へ
の
拘
泥
は
あ
り
え
ず
、

(
5
)

の
同
意
以
後
で
あ
れ
ば
要
請
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の
必
要
白
瞳
が
無
い
。
雨
件
以
外
に
つ
い
て
は
永
書
が
惇
達
す
る
向
書

原
案
の
、
三
省
合
議
の
賓
質
を
歓
く
「
同
書
」
進
擬
と
直
行
が
往
々
承

認
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
自
身
が
承
認
し
て
い
な
い
案
件
で
あ
る
故
に
塾

は
、
こ
と
さ
ら
二
肢
の
録
黄
に
固
執
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
文
字
」

が
後
省
・
戸
部
所
上
以
外
の
そ
れ
で
あ
る
場
合
さ
え
想
定
す
べ
き
で
あ

る
。
極
論
す
れ
ば
吏
額
房
は
大
防
「
専
制
」

の
撮
酷
で
あ
っ
た
(
『
長

編
』
巻
四
四
七
/
三
j
六
、
同
巻
三
二
三
/
一
、
〈
附
園
〉

E
参
照
)

0

結
語
に
か
え
て

〈附園) 1I 
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二
賦
「
誤
下
」
前
後
の
吏
額
房
に
は
、
市
組
爵
の
指
摘
し
た
呂
大
防

の
政
治
姿
勢
、
合
意
形
成
に
お
け
る
消
極
性
と
膏
吏
へ
の
依
存
が
凝
縮

さ
れ
て
い
る
。
進
擬
以
前
の
合
議
を
忌
避
す
る
大
防
の
姿
勢
は
笥
子
草

稿
を
作
成
し
て
始
め
て
、
吏
額
房
文
字
の
致
仕
官
丈
書
に
準
じ
た
慮
理
、

形
式
的
「
三
省
同
請
」
と
都
省
へ
の
直
行
を
劉
撃
に
諮
っ
た
事
賓
に
、

端
的
に
露
わ
れ
る
。
撃
に
擦
れ
ば
任
、
水
害
は
、
案
件
の
進
擬
ご
と
に
雨

省
「
同
書
」
と
尚
書
省
か
ら
の
白
救
行
下
を
要
請
し
た
。
事
前
の
合
議

を
紋
く
進
擬
案
追
認
と
尚
書
へ
の
直
行
は
、
む
し
ろ
常
態
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
の
場
合
に
も
大
防
な
い
し
は
尚
書
の
意
志
惇
達
は
、
、
水
害
を
介

し
て
い
る
。
合
議
忌
避
の
み
な
ら
ず
、
膏
吏
|
|
の
一
部
ー
ー
と
の
癒



着
も
こ
こ
に
額
ら
か
で
あ
る
。
大
防
の
賓
質
的
車
濁
進
擬
と
尚
書
へ
の
直
行
は
、
組
苗
向
が
危
倶
し
た
「
専
制
」
の
且
ハ
瞳
化
で
あ
る
。
首
相
(
左

僕
射
)
へ
の
進
擬
権
付
輿
と
、
白
書
省
に
お
け
る
左
右
丞
に
封
す
る
職
権
上
の
優
位
を
除
け
ば
、
こ
れ
を
可
能
と
し
た
制
度
的
要
因
と
し
て
翠

げ
る
べ
き
は
三
省
各
省
の
分
立
で
あ
る
。
三
省
制
下
な
べ
て
執
政
官
の
職
権
は
所
属
各
省
に
限
定
さ
れ
た
。
特
に
合
議
(
衆
議
)
が
適
正
に
運

管
さ
れ
な
い
場
合
、
執
政
官
は
各
省
に
隔
離
さ
れ
た
に
等
し
い
。
か
か
る
状
況
が
利
用
さ
れ
て
こ
そ
二
拭
「
誤
下
」
以
前
、
雨
侍
郎
(
孫
同
・

劉
品
拍
手
)
は
救
令
行
下
に
至
る
ま
で
の
全
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
え
た
。
「
誤
下
」
以
後
吏
額
房
丈
字
の
、
致
仕
官
文
書
に
準
じ
た
「
三
省
同
請
」

を
、
大
防
は
撃
一
個
を
説
得
し
て
寵
て
い
る
。
執
政
官
の
置
か
れ
た
朕
況
は
個
々
の
分
断
と
操
作
を
容
易
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
李
清
臣
に
擦
れ

ば
、
一
川
宗
の
構
想
で
は
三
省
分
立
は
相
互
の
「
開
察
」
を
目
的
と
し
た
。
首
相
が
進
擬
権
を
有
ち
執
政
官
の
隔
離
状
態
を
活
用
し
う
る
元
一
怖
の

制
度
は
、
特
に
猫
員
の
場
合
そ
の
「
専
制
」
の
温
床
で
あ
り
え
た
(
『
宋
曾
要
輯
稿
』
職
官
一
/
二
九
)
。

呂
大
防
に
お
け
る
例
え
ば
合
議
の
忌
避
は
、
執
政
(
宰
相
と
参
知
政
事
)
が
日
常
的
に
中
書
門
下
に
合
同
し
た
、
官
制
改
革
以
前
に
は
強
行
し

省
矯
一
笥
子
」
、
(
2
)
「
乞
令
六
曹
長
官
専
達
罰
子
」

の
施
行
を
却
下
す
べ
く
、
元
一
桁
四
年
八
月
八
日
(
乙
巳
)
一
一
一
省
は
進
擬
し
、
官
一
仁
高
氏
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難
い
。
中
書
門
下
へ
の
四
時
を
求
め
た
の
は
司
馬
光
の
子
著
作
佐
郎
康
と
、
諌
議
大
夫
梁
素
で
あ
る
。
康
が
上
呈
し
た
光
の

(
l
)
「
乞
合
雨

も
こ
れ
を
承
認
し
た
。
光
の
遺
稿
で
あ
る
(
1
)
は
門
下
省
の
無
意
味
化
(
矯
虚
設
)
に
鑑
み
、
中
書
省
と
の
統
合
を
主
張
し
、
雨
省
十
二
房

を
六
房
に
減
ず
れ
ば
、
「
政
事
は
一
に
蹄
し
」
青
吏
は
削
減
さ
れ
丈
書
行
政
は
放
率
化
す
る
等
と
論
ず
る
。
(
1
)
を
施
行
せ
よ
と
し
た
烹
上
奏

貼
黄
の
一
節
、
十
二
房
を
宇
滅
す
れ
ば
「
事
一
に
掃
す
可
く
吏
冗
員
無
く
文
書
繁
な
ら
ず
」
は
、
宛
然
光
所
論
の
反
覆
で
あ
る
。
烹
は
「
法
制

未
備
」
「
丈
移
繁
複
」
等
現
行
官
制
の
訣
陥
を
指
摘
し
、
光
の
言
説
に
従
い
奮
制
の
復
活
を
迫
る
。
同
様
の
主
張
は
同
年
中
の
吏
額
削
減
賓
態

へ
の
批
判
に
も
見
出
し
う
る
。
「
官
司
守
執
の
不
一
、
文
書
行
移
の
繁
複
」
を
弊
害
の
根
源
と
し
、
「
省
吏
」
で
は
な
く
「
省
事
」
を
最
優
先
せ

よ
と
の
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
光
の
言
説
が
準
用
さ
れ
て
い
る
(
告
貝
)
。
「
省
事
」
と
は
具
瞳
的
に
は
ま
ず
中
主
目
門
下
へ
の
回
揮
で
あ

ろ
う
。
康
上
呈
の
三
省
等
に
よ
る
却
下
の
時
期
か
ら
み
て
、
大
防
濁
員
化
の
直
後
に
、
光
の
言
説
に
則
っ
た
三
省
制
否
定
の
論
が
浮
上
し
た
。

(
お
)

都
司
「
檀
擬
」
を
め
ぐ
る
紛
糾
以
後
に
烹
は
、
直
裁
に
大
防
の
辞
任
を
要
求
し
て
は
い
る
が
、
中
書
門
下
回
蹄
の
議
論
で
は
、
そ
の
濁
員
の
危
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険
性
に
言
及
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
回
婦
が
賓
現
し
た
場
合
そ
の
負
の
影
響
を
蒙
る
の
は
、
執
政
官
で
は
な
く
大
防
に
限
ら
れ
る
。
宰
相
(
僕

射
)
が
猫
檀
す
る
尚
書
省
に
お
け
る
案
件
裁
決
権
の
一
部
を
、
六
部
尚
書
に
委
譲
せ
よ
と
い
う
(
2
)
は
、
裁
決
権
の
一
部
を
尚
書
と
左
右
丞

に
委
譲
せ
よ
と
し
た
上
官
均
上
奏
と
と
も
に
、
元
年
七
月
末
裁
可
さ
れ
た
。
だ
が
康
が
こ
と
さ
ら

(
1
)
と
と
も
に
上
呈
し
て
い
る
以
上
、
首

(

川

抗

)

該
期
僕
射
の
職
権
は
奮
に
復
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も
首
面

(
2
)
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
の
も
大
防
で
あ
る
(
『
長
編
』
巻
哩
三

ζ
了
八
、

同
容
四
四
一
/
一
四
j

一
七
、
同
巻
三
八
三
/
五
j

七
、
『
温
園
文
正
司
馬
公
集
」
を
五
五
「
乞
合
雨
省
矯
一
笥
子
」
、
「
乞
令
六
曹
長
官
専
達
街
子
」
、
同
巻
五

四
「
上
官
均
奏
乞
尚
書
省
事
類
分
軽
重
某
事
関
向
書
某
事
関
二
丞
某
事
関
僕
射
進
呈
白
笥
子
」
)
。

花
組
再
所
撰
司
馬
康
墓
誌
銘
は
、
光
「
笥
子
」
(
1
)

の
上
呈
を
そ
の
業
績
と
し
て
著
録
す
る
。
四
年
九
月
十
八
日
(
乙
酉
)
の
租
再
登
封

上
奏
は
そ
の
冒
頭
に
「
朝
廷
治
這
は
一
に
臨
す
を
必
す
」
と
い
う
。
「
一
」
と
は
こ
の
場
合
組
宗
の
法
全
般
で
は
あ
る
が
、
該
奏
の
過
中
十
は
現

行
官
制
の
否
認
に
費
さ
れ
る
。
こ
こ
に
も
光
の
遺
志
|
|
時
一
ー
ー
ー
が
通
底
す
る
。
租
再
は
ま
ず
現
行
官
制
は

『
大
唐
六
典
』

を
無
批
判
に
踏
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襲
し
た
結
果
、
「
三
省
よ
り
以
下
煩
冗
重
複
迂
滞
せ
ざ
る
無
し
」
と
断
定
す
る
。
な
べ
て
の
「
措
置
壁
改
」
に
つ
い
て
は
組
宗
の
制
を
標
準
と

し
つ
つ
、
官
制
・
兵
制
・
将
法
・
民
事
の
未
使
者
に
は
祖
宗
の
制
に
無
い
新
規
の
追
加
も
容
認
は
す
る
。
た
だ
官
制
の
場
合
容
認
の
封
象
は
所

謂
「
正
名
」
「
事
賓
」
の
う
ち
前
者
に
限
ら
れ
る
。
奮
寄
椋
官
名
の
唐
散
官
名
へ
の
改
稿
が
「
正
名
」
で
あ
り
、
三
省
以
下
の
職
事
官
瞳
系
が

「
事
宰
主
で
あ
る
。
「
事
賓
」
は
「
組
宗
の
奮
の
如
く
せ
よ
」
と
租
再
は
要
求
し
一
切
そ
の
存
績
を
許
さ
な
い
。
「
事
(
貫
」
の
租
宗
へ
の
四
時
と

は
三
省
制
の
中
書
門
下
等
へ
の
そ
れ
で
あ
る
。
組
再
『
家
惇
』
は
上
奏
の
動
機
を
、
時
の
「
執
政
」
が
推
進
す
る
新
法
奮
法
折
衷
路
線
へ
の
租

再
の
憂
慮
に
蹄
す
。
「
意
を
新
奮
の
聞
に
出
だ
し
一
法
を
別
立
」
せ
ぬ
よ
う
「
大
臣
」
に
明
議
せ
よ
と
該
奏
は
い
う
。
「
事
賓
」
白
躍
は
兵
制
以

下
と
は
異
質
で
あ
り
こ
れ
に
折
衷
路
線
が
具
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
々
の
政
策
に
お
け
る
折
衷
の
具
現
以
上
に
深
刻
な
、
政
事
全
般
の
新

法
へ
の
傾
斜
を
「
事
賓
」
が
促
進
し
、
し
か
も
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
限
り
傾
斜
は
抑
止
し
難
い
、
恐
ら
く
は
組
関
の
憂
慮
は
ま
ず
こ
れ
で
あ
る
。

比
べ
れ
ば
「
煩
完
」
等
は
「
事
賓
」
の
祇
生
物
に
過
ぎ
ま
い
。
上
奏
時
「
事
貰
」
か
ら
最
大
の
利
盆
を
享
受
し
え
た
の
は
日
大
防
で
あ
る
。
組

(
お
)

爵
の
所
謂
「
大
臣
」
は
誰
で
あ
る
よ
り
大
防
で
あ
り
う
る
。
「
誤
下
」
に
露
わ
れ
た
大
防
「
専
制
」
は
、
首
相
に
唯
一
擬
権
を
奥
え
た
元
祐
三
省



制
が
然
ら
し
め
た
。
吏
額
房
の
存
在
を
知
得
し
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
祖
再
は
、
大
防
の
濁
員
化
が
そ
の
「
専
制
」
に
直
結
す
る
如
く
に
論
じ
た
。

七
月
上
奏
の
時
貼
で
す
で
に
組
再
に
は
、
「
事
賓
」
を
め
ぐ
る
危
機
意
識
が
匹
胎
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
蹄
こ
を
主
張
し
た
同
僚
諌
官
梁

三
省
制
は
そ
の
先
駆
形
態
で
も
あ
る
(
『
沼
太
史
集
』
を
四

室
用
に
意
識
の
共
有
を
想
定
も
で
き
る
。
徽
宗
朝
の
公
相
制
に
至
り
首
相
の
濁
員
は
制
度
化
さ
れ
た
。
大
防
に
す
ら
「
専
制
」
せ
し
め
え
た
元
祐

『
長
編
』
巻
四
三
三
/
三
j
四
)
0

「
ム
直
集
賢
院
提
翠
西
京
嵩
山
崇
一
耐
宮
司
馬
君
慕
誌
銘
」
、
同
巻
一
六
「
上
殿
論
法
度
笥
子
」
、

?註
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(
A
)
「
宋
元
祐
三
省
孜
|
|
『
調
停
』
と
衆
議
を
め
ぐ
っ
て

|
|
」
(
『
東
北
大
皐
東
洋
史
論
集
」
九
、
二

O
O
三)、

(
B
)
「宋

神
宗
官
制
改
革
試
論
ー
ー
そ
の
職
事
官
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
同
十
、

二
O
O
五)、

(
C
)
「
宋
執
政
孜
|
|
一
川
豊
以
前
と
以
後
|
|
」
(
同

十
一
、
二

O
O七
)
な
ど
。

(
2
)
(
1
)
(
A
)
参
照
。

(
3
)

財
源
枯
渇
に
つ
い
て
は
元
祐
二
年
正
月
の
中
都
吏
蔽
を
め
ぐ
る
戸

部
の
愛
言
、
同
三
年
間
十
二
月
の
御
史
中
丞
李
常
の
そ
れ
、
吏
額
の

飴
剰
に
つ
い
て
は
一
川
茄
元
年
八
月
の
上
官
均
上
奏
二
件
の
う
ち
の
第

二
件
に
よ
る
(
『
長
編
』
巻
三
九
四
/
一
、
同
巻
四
一
九
/
七
j
八、

同
虫
色
三
八
六
/
九
1
一
二
三

(
4
)

公
著
は
元
祐
元
年
九
月
の
司
馬
光
死
後
三
年
四
月
ま
で
濁
員
宰
相

で
あ
っ
た
が
、
右
僕
射
粂
中
書
侍
郎
に
止
ま
り
門
下
省
の
職
権
を
有

た
な
い
。
賓
質
的
に
三
省
に
渉
る
職
権
を
有
っ
た
大
防
と
は
異
な
る
。

(
5
)

劉
安
世
「
論
差
除
多
執
政
親
戚
」
を
指
す
か
。
た
だ
し
安
世
の
批

難
は
日
公
著
・
呂
大
防
等
純
仁
以
外
に
も
及
ぶ
(
「
蓋
言
集
」
巻
一
)
。

(
6
)

梁
烹
上
奏
の
多
く
の
年
月
日
を
特
定
し
え
ぬ
故
か
、
李
烹
は
元
結

四
年
四
月
乙
巳
と
五
年
三
月
是
月
雨
僚
に
、
同
文
の
梁
烹
に
よ
る
浮

費
所
糾
弾
を
載
せ
る
(
梁
煮
は
前
者
で
は
左
諌
議
大
夫
、
後
者
で
は

御
史
中
丞
)
o

李
窯
は
前
者
に
注
し
て
「
浮
費
局
呆
罷
不
思
応
、
或
削

去
」
と
い
う
が
、
本
稿
の
検
討
か
ら
し
て
四
年
四
月
に
浮
費
所
に
よ

る
吏
椋
等
削
減
が
進
行
し
た
と
は
み
な
し
難
い
。
梁
震
が
五
年
正
月

十
日
と
向
注
す
る
上
奏
は
浮
費
所
に
つ
き
、
「
朝
廷
躍
有
指
揮
追
放

官
吏
云
云
」
と
い
う
。
五
年
初
に
そ
の
活
動
は
終
偲
し
た
如
く
で
あ

る
(
『
長
編
」
巻
四
二
五
/
一
jit--

二
、
同
巻
四
四
O

/
二
、
同
巻
四

三
七
/
二
。

(
7
)

門
下
中
書
後
省
は
以
下
後
省
と
略
稀
す
る
が
、
こ
れ
が
給
事
中
・

中
主
回
全
白
人
か
ら
成
る
後
省
と
同
一
で
あ
る
か
速
断
し
か
ね
る
。
元
幽
一
一
旦

六
年
(
一

O
八
一
二
)
門
下
中
主
日
後
省
官
を
差
し
「
六
曹
候
貫
」
を
詳

定
せ
し
め
、
給
事
中
韓
忠
彦
が
局
を
「
詳
定
六
曹
篠
貫
所
」
と
稽
せ

と
し
た
の
に
封
し
、
「
宜
稽
中
書
門
下
外
省
」
の
詔
が
下
る
。
元
祐

元
年
三
月
門
下
中
主
日
後
省
の
鷹
合
完
成
に
伴
い
、
「
外
省
」
が
「
修
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省
曹
土
寸
監
候
貫
行
這
」
に
つ
き
「
門
下
中
圭
日
後
省
」
の
名
を
冠
せ
と

求
め
認
め
ら
れ
て
い
る
。
以
後
の
後
省
に
は
「
外
省
」
に
由
来
す
る

も
の
も
あ
り
う
る
。
元
祐
四
年
八
月
梁
煮
は
「
今
中
来
日
門
下
外
省
編

修
篠
例
、
六
曹
土
寸
監
之
事
也
。
〈
中
略
〉
考
家
吏
額
吏
称
、
三
省
五

房
之
事
也
[
傍
貼
引
用
者
]
」
と
い
い
、
依
然
「
外
省
」
の
稽
を
用

い
て
い
る
。
六
部
寺
監
の
吏
額
削
減
を
委
任
さ
れ
た
の
は
奮
「
外

省
」
の
後
省
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
は
そ
の
故
に
吏
部
侍
郎
芯
百
株
・

戸
部
侍
郎
蘇
轍
も
後
述
の
如
く
後
省
案
に
闘
り
え
た
。
梁
童
胃

14

は
「
置

局
領
事
」
と
い
う
の
み
で
「
考
薮
吏
額
吏
称
」
の
主
健
を
特
定
し
な

い
が
、
後
述
す
る
同
年
中
の
愛
言
か
ら
み
て
浮
費
所
を
意
識
し
た
で

あ
ろ
う
(
『
長
編
」
巻
三
三
四
/
六
、
同
巻
三
三
四
/
一
八
、
同
巻

三
七
二
/
一
七
、
同
巻
四
三
二
/
ゴ
乙
。

(
8
)

「
此
蓋
吏
額
一
事
、
但
不
知
何
時
復
委
後
省
別
加
詳
定
」
(
『
長
編
」

巻
四
四
四
/
二
三
)

0

(
9
)

沼
沖
は
い
う
ま
で
も
な
く
『
哲
宗
賓
録
(
新
銀
)
』
の
編
者
で
あ

る
。
吏
額
房
は
大
防
の
創
設
に
係
る
以
上
、
た
と
い
大
観
四
年
(
一

一一

O
)
に
成
書
し
た
『
折
口
宗
{
貫
録
(
奮
録
)
』
が
こ
れ
に
つ
き
不

備
で
あ
っ
て
も
、
「
新
銀
』
は
こ
れ
を
是
正
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

煮
に
お
け
る
情
報
不
足
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
、
吏
額
房
の
賓
態
に
つ

い
て
の
沖
の
消
極
性
を
、
想
定
し
う
る
。
活
沖
に
は
元
一
両
奮
法
黛
内

の
封
立
を
隠
蔽
す
る
姿
勢
を
窺
い
う
る
。
李
童
青
に
擦
れ
ば
呂
大
防

「
専
制
」
を
危
倶
し
た
和
国
の
四
年
七
月
上
奏
に
は
、
「
或
る
も

の
」
が
劉
撃
の
た
め
に
組
問
の
撃
批
判
等
を
削
除
し
た
別
本
が
有
っ

た
。
沖
は
組
問
『
家
惇
』
編
纂
に
際
し
こ
れ
に
「
従
而
増
飾
」
し
た

と
需
は
い
い
、
「
失
祖
百
円
意
甘
主
主
と
慨
嘆
す
る
。
煮
は
別
本
と
租

両
L
L

奏
(
本
章
)
を
封
比
す
る
が
、
別
本
に
は
撃
批
判
ば
か
り
か

「
但
聞
専
任
吏
人
而
己
」
「
無
使
大
防
得
専
制
朝
権
」
等
、
大
防
批

判
も
み
え
な
い
。
『
家
惇
」
は
組
問
の
大
防
等
の
批
判
は
、
大
防
等

に
宰
相
と
し
て
の
完
全
を
期
待
(
責
備
)
し
、
人
主
に
宰
相
の
不
善

を
知
ら
し
め
、
「
賢
宰
相
之
業
」
を
成
就
せ
し
め
る
た
め
と
強
捺
す

る
。
「
録
黄
誤
下
」
に
お
け
る
撃
の
大
防
に
封
す
る
異
議
は
撃
の
失

脚
の
溌
端
と
な
っ
た
。
撃
は
次
相
に
就
任
す
る
が
僅
か
九
箇
月
で

「
朋
黛
」
の
故
に
解
任
さ
れ
る
。
塾
『
日
記
』
に
は
「
而
呂
相
亦
白

都
司
吏
額
事
後
、
於
吾
有
疑
心
」
と
い
い
、
室
町
山
は
「
未
満
歳
言
者
争

誌
塾
、
撃
尋
罷
、
朋
黛
之
論
途
不
可
破
、
其
本
蓋
白
吏
額
始
」
と
い

う
。
吏
額
房
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
は
、
奮
法
黛
士
大
夫
の
一
致
、

こ
れ
に
よ
る
理
想
的
政
治
を
仮
構
す
る
う
え
で
、
障
害
で
あ
り
え
た

(
『
長
編
』
巻
四
三
O

/
九
j

一
一
、
同
巻
四
四
六
/
四
)

0

(
日
)
李
烹
は
五
年
六
月
是
月
傍
注
で
は
撃
の
除
任
を
「
十
七
日
」
と
す

る
が
、
四
年
十
一
月
九
円
(
発
未
)
伐
に
除
任
を
載
せ
る
(
『
長

編
』
巻
四
四
四
/
二
四
、
同
巻
四
三
五
/
二
一
)

C

(
日
)
「
蓋
言
集
」
は
「
一
一
一
月
」
同
日
と
す
る
が
、
李
煮
は
吏
額
房
吏
蘇

安
静
等
の
出
職
を
呂
大
防
『
政
目
』
に
擦
り
二
月
二
日
と
す
る
。
出

職
は
二
十
三
日
救
の
結
果
で
あ
る
か
ら
「
一
一
一
月
」
は
従
い
難
い

(
『
長
編
』
巻
四
三
八
/
一
)
。

(
ロ
)
後
述
す
る
よ
う
に
煮
所
引
同
日
詔
自
慢
に
は
「
置
司
」
の
指
示
は

任
…
い
(
位
百
ハ
)

0

(
日
)
「
醇
封
」
は
元
祐
三
年
五
月
一
日
で
あ
る
。
『
遺
老
惇
』
は
ま
ず

「
縛
封
」
三
事
、
つ
い
で
李
烹
に
擦
れ
ば
三
年
末
上
奏
四
年
二
月
再

奏
に
係
る
「
請
戸
部
復
三
司
諸
案
街
子
」
を
載
せ
た
後
、
「
朝
廷
以
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第
然
従
之
、
惟
都
水
監
の
奮
、
轍
白
矯
中
書
舎
人
云
云
」
と
績
け
る
。

た
だ
「
長
編
』
で
は
「
韓
針
」
は
計
六
事
で
あ
る
(
「
長
編
』
巻
四

一
O

/
一
、
同
虫
色
四
二
二
/
一
六
、
「
築
城
集
』
虫
色
四
O
)
0

(
比
)
百
株
の
浸
年
(
元
一
暗
八
年
)
か
ら
し
て
新
奮
い
ず
れ
か
の
、
『
折
口

宗
賓
録
』
附
停
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
榊
宗
刺
で
は
膏
吏
の
総
数
も
、
恐
ら
く
は
新
法
諸
政
策
遂
行
の
た

め
に
増
加
し
た
が
、
官
制
改
革
後
に
は
新
奮
青
吏
の
一
部
局
に
お
け

る
混
在
も
生
じ
た
如
く
で
あ
る
。
例
え
ば
吏
部
に
は
奮
審
官
東
西
院

以
来
の
膏
吏
(
奮
H
諮
司
之
吏
)
と
、
吏
部
設
置
以
後
の
そ
れ
と
が

混
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
請
受
多
少
」
「
遷
韓
出
職
」
の
適
用
規
程
が

異
な
る
故
に
、
問
題
を
よ
り
複
雑
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
「
奮
日
諸
司

之
吏
」
白
檀
に
も
一
貫
し
た
規
程
は
無
か
っ
た
(
「
論
吏
額
不
便
二

事
街
子
」
)

0

(
日
)
安
世
「
論
都
司
官
吏
違
法
擬
賞
事
」
第
二
・
第
一
一
一
章
は
い
ず
れ
も
、

五
年
二
月
十
九
円
以
前
の
上
奏
と
み
な
し
う
る
が
、
前
者
で
は
時

枕
・
任
、
水
害
は
「
己
令
補
外
」
、
蘇
安
静
・
時
障
は
「
向
留
公
府
」

と
い
い
、
後
者
で
は
「
時
悦
」
等
に
つ
き
「
雄
蒙
朝
廷
節
次
罷
兎
云

云
」
と
い
う
。
李
烹
は
こ
れ
に
注
し
て
「
時
悦
・
任
、
水
毒
先
出
、
此

云
節
次
罷
克
、
則
時
憧
・
蘇
安
静
亦
相
継
逐
去
也
、
嘗
考
其
時
」
と

い
う
が
、
「
罷
兎
」
「
逐
去
」
が
懲
罰
人
事
で
あ
る
と
は
速
断
し
か
ね

る
。
劉
撃
『
日
記
』
に
「
今
酬
奨
太
優
、
中
丞
梁
烹
・
諌
官
朱
光

庭
・
劉
安
世
〈
中
略
〉
次
第
交
章
諭
其
非
、
四
吏
者
皆
被
裁
、
止
用

考
功
原
擬
〈
中
略
〉
然
簾
中
蓋
知
沈
輩
従
来
之
凶
器
、
必
欲
逐
之
、
故

四
人
皆
出
、
而
化
・
安
静
猶
得
堂
除
、
都
司
皆
無
差
[
傍
黙
引
用

者
]
」
と
い
う
か
ら
で
あ
る
。
「
考
功
原
擬
」
と
は
正
月
二
十
三
円
救

所
引
の
吏
部
吠
に
い
う
、
永
毒
の
「
候
出
職
之
日
循
一
資
」
等
で
あ

ろ
う
。
「
都
司
拍
擬
優
例
」
が
ま
ず
撤
回
、
「
原
擬
」
が
適
用
さ
れ
つ

い
で
四
人
は
吏
額
房
な
い
し
尚
書
省
か
ら
「
出
」
さ
れ
た
。
李
煮
は

『H
記
』
を
八
月
十
九
日
(
庚
成
)
に
繋
る
か
ら
、
恐
ら
く
同
日
ま

で
は
少
な
く
と
も
二
人
の
庭
分
は
異
動
に
止
ま
っ
た
。
四
人
の
離
任

が
吏
額
房
の
廃
止
を
意
味
し
た
か
判
然
と
し
な
い
(
『
霊
言
集
』
「
論

都
司
官
吏
違
法
擬
賞
事
」
、
『
長
編
』
巻
四
四
O
/
一
O
、
同
巻
四
四

七
/
六
)

0

(
U
)

一
一
一
年
閏
十
二
月
八
日
詔
李
烹
注
に
、
「
〔
一
五
祐
〕
元
年
二
月
十
八
日

戸
部
状
、
準
救
取
索
看
詳
裁
省
浮
費
、
勘
合
、
浮
費
事
件
不
二
云

云
」
と
み
え
る
(
『
長
編
』
を
四
一
九
/
七
)

0

(
凶
)
「
百
株
惇
」
は
育
吏
の
即
時
減
竿
を
主
張
し
た
呂
大
防
に
封
し
、

百
株
は
「
犯
法
及
死
亡
者
」
を
不
補
充
と
す
る
漸
減
案
を
以
て
抗
し

た
と
い
う
。
李
書
一
は
蘇
轍
が
百
株
に
代
わ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
こ
れ

を
一
台
定
す
る
が
、
百
械
は
五
年
五
月
ま
で
吏
部
侍
郎
で
あ
り
、
河
北

へ
の
奉
使
か
ら
の
蹄
任
後
も
吏
額
に
関
わ
り
え
た
。
不
補
充
を
主
張

し
た
功
績
は
轍
に
の
み
蹄
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
(
『
長
編
』
巻
四

四
四
/
二
三
、
同
巻
四
四
二
/
会
二
)
。

(
印
)
「
詔
内
外
文
武
官
及
{
一
市
室
・
内
侍
官
磨
支
賜
賜
贈
絹
布
米
奏
銭
羊
、

北
四
分
減
一
、
〈
中
略
〉
従
戸
部
請
」
が
あ
る
(
『
長
編
』
巻
四
三

O

/
二
一
)

0

(
却
)
「
詔
今
後
隔
間
轄
減
、
先
補
会
人
、
次
減
一
名
、
係
試
補
者
準
此
、

限
定
人
数
就
試
者
、
権
増
一
一
倍
、
後
減
至
正
額
日
依
奮
、
其
飴
分
不

減
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
詔
音
山
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
「
先

補
一
人
」
は
あ
る
い
は
「
先
補
四
人
」
の
誤
り
か
。
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(
幻
)
李
需
は
「
三
省
言
、
六
曹
寺
監
行
遺
文
字
、
甚
有
迂
柾
留
滞
、

〈
中
略
〉
如
本
案
穎
有
迂
滞
事
件
限
一
月
陳
連
、
従
之
」
の
後
に
梁

煮
上
奏
を
績
け
る
。
た
だ
三
省
は
、
吏
額
が
削
減
さ
れ
現
員
の
負
捨

が
増
し
さ
ら
な
る
迂
滞
(
積
滞
)
が
服
、
写
山
さ
れ
る
と
し
て
、
「
迂
滞

事
件
」
の
報
告
を
求
め
て
い
る
に
止
ま
り
、
所
定
以
上
の
削
減
を

「
建
議
」
し
て
は
い
な
い
。
十
一
月
戊
子
は
安
官
で
は
あ
る
ま
い
。

(
幻
)
語
は
有
国
助
の
「
省
吏
不
知
省
官
、
省
官
不
如
省
事
、
省
事
不
知
清

心
」
に
由
る
か
(
『
耳
目
圭
目
』
巻
三
九
)

0

(お
)

(

7

)

梁
烹
上
奏
参
照
。

(μ)

『
長
編
』
所
引
「
論
都
司
官
吏
違
法
擬
賞
事
」
第
五
章
後
の
李
宗

注
「
援
安
世
第
七
章
云
前
月
十
九
日
所
進
笥
子
、
即
指
此
云
云
」
に

擦
る
。
こ
の
李
烹
注
に
積
き
「
長
編
』
に
は
「
其
別
幅
童
会
云
」
と

あ
り
、
↓
晶
子
寮
注
「
安
世
集
此
書
一
一
、
即
興
第
六
章
同
上
」
が
績
く
。

だ
が
『
圭
一
百
集
』
に
お
け
る
李
毒
山
の
所
謂
「
別
幅
書
一
こ
に
相
蛍
す

る
部
分
は
、
「
又
第
六
」
と
題
し
「
第
六
留
中
」
の
後
に
配
さ
れ
る
。

『
長
編
』
で
は
第
六
章
と
「
別
幅
書
一
(
又
第
六
)
」
の
配
置
が
、

顛
倒
し
て
い
る
。
李
烹
注
「
擦
安
世
第
七
章
云
云
」
も
「
別
幅
書
一

こ
の
後
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
前
月
十
九
円
所
進
街
子
」
は

第
六
章
と
「
別
幅
書
一
こ
を
指
す
(
『
長
編
』
巻
四
四
O

/
ム三、

『
圭
些
一
一
門
集
』
巻
一

O
)
0

(
お
)
原
文
は
(
2
)
(
1
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
の
順
で
あ
る
。

(
お
)
原
文
は
「
向
書
省
却
施
行
巳
久
」
で
あ
る
が
、
「
行
賓
』
・
安
世
序

に
従
い
本
文
の
如
く
詳
し
た
。

(
幻
)
原
文
「
内
降
二
欣
依
常
行
不
妨
遂
作
録
黄
行
出
」
の
中
華
書
局
標

結
本
に
お
け
る
断
句
は
、
「
、
水
害
恐
日
『
〈
中
略
〉
内
降
二
版
、
依
常

行
不
妨
遂
作
録
黄
行
山
』
」
で
あ
る
が
、
従
い
難
い
。

(
お
)
原
文
は
「
候
奥
三
省
出
議
」

0

『
行
賓
』
の
「
賞
緊
議
」
、
安
世
序

「
更
賞
緊
議
」
を
参
照
し
た
。

(
却
)
「
行
賓
』
・
安
世
序
は
「
勢
不
叶
不
爾
」
。

(ω)
撃
失
脚
の
遠
因
で
あ
る
o
(
9
)

参
照
。

(
況
)
三
省
進
擬
に
係
る
案
件
も
録
黄
が
作
成
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
。

「
門
下
省
一
貫
三
省
得
旨
文
字
奏
知
街
子
、
白
来
止
日
正
具
事
宜
進
入
、

其
聞
慮
有
節
寓
不
固
或
致
漏
落
事
件
、
詔
今
後
立
定
式
様
、
興
録
音
月

連
結
在
後
入
進
」
と
あ
る
(
『
長
編
』
巻
四
三
六
/
七
)

0

(
犯
)
「
日
記
』
該
首
部
分
は
「
故
去
年
門
下
直
付
都
省
、
貴
行
之
迷

也」
0

『
行
賓
」
か
ら
推
せ
ば
、
「
去
年
」
「
門
下
」
の
聞
に
有
る
べ
き

「
不
由
」
等
の
語
が
脱
落
し
た
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
李
宗
の
考
訟
に
擦
れ
ば
五
年
四
月
で
は
あ
る
が
、
梁
烹
は
大
防
の

解
任
を
要
求
し
て
い
る
(
『
長
編
」
巻
四
四
一
/
一
四
j

一
七
)

0

(
社
)
李
烹
所
引
劉
撃
『
日
記
」
の
「
元
祐
元
年
司
馬
光
作
相
、
主
旨
小

事
悪
左
右
丞
批
判
、
井
詞
状
亦
滞
二
磨
、
宰
相
叶
以
精
意
於
大
事
、

至
三
年
四
月
大
防
及
花
純
仁
拝
相
、
遂
以
光
之
請
負
一
時
指
揮
、
事

無
巨
細
、
井
訟
訴
、
一
掃
左
右
僕
射
云
云
[
傍
黙
引
用
者
]
」
は
、

左
右
丞
か
ら
の
権
限
凶
般
を
、
元
祐
七
年
御
史
中
丞
李
之
純
の
「
請

今
後
付
章
奏
下
六
曹
者
、
委
逐
部
子
細
看
詳
、
長
或
審
行
裁
決
云

云
」
は
、
こ
れ
以
前
に
お
け
る
六
部
の
裁
決
権
喪
失
を
、
示
す
で
あ

ろ
う
(
『
長
編
』
巻
四
五
五
/
二
一
j

二
二
、
同
虫
色
四
七
八
/
一
一
)

0

(
1
)
奮
稿

(
A
)
・
(
B
)
参
照
。

(
お
)
李
烹
所
引
日
大
忠
『
雑
説
』
は
、
門
下
侍
郎
旦
口
公
著
が
新
執
政
官

候
補
と
し
て
冠
純
仁
と
大
防
を
宣
仁
高
氏
に
薦
め
た
際
、
療
養
中
の
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宰
相
司
馬
光
が
呂
希
折
口
(
後
陽
公
)
を
召
し
、
か
つ
て
新
法
焦
宰
相

韓
絡
の
部
下
(
買
撫
判
官
)
で
あ
っ
た
大
防
の
履
歴
故
に
、
こ
れ
に

不
信
を
示
し
た
と
い
う
。
大
防
は
鮮
の
許
で
都
検
正
で
も
あ
っ
た
か

ら
そ
の
煮
汲
性
が
疑
わ
れ
る
絵
地
は
有
り
え
た
。
蘇
轍
は
大
防
と
劉

撃
を
「
訓
停
」
|
|
新
奮
並
用
|
|
の
主
犯
と
す
る
。
南
宋
の
迂
廃

辰
は
大
防
が
元
一
桁
末
に
部
温
伯
生
寸
新
法
黛
を
「
従
班
」
に
引
き
、
氾

純
仁
の
「
粂
牧
並
用
之
説
」
を
賓
施
し
た
と
す
る
。
察
伴
「
{
疋
策
之
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功
」
を
認
め
た
加
恩
の
制
は
温
伯
の
起
草
に
係
り
、
そ
の
現
役
復
婦

(
喪
除
)
は
組
再
登
封
の
直
後
に
迫
っ
て
い
た
。
租
馬
が
温
伯
を
濫

腸
と
す
る
政
事
の
新
法
へ
の
傾
斜
、
こ
れ
を
賓
現
す
る
大
防
「
良
守

制
」
を
警
戒
し
た
と
は
、
想
定
し
う
る
(
『
長
編
』
巻
三
七
O
/
一

0
、
『
遺
老
惇
』
巻
下
、
『
文
定
集
』
巻
一
六
「
血
八
日
逢
吉
」
)

0

(
1
)
奮
稿

(
A
)
参
照
。
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jian to legitimize the aristocracy is closest to the example of Western Europe. 

The fengjian of China that denied the apportionment of land cannot serve as a 

marker of the "medieval" as a period in world history. Fixing the significance of 

the political system of China in terms of the concepts of fengjian and junxian, the 

system of prefectures and districts, is a task that remains to be addressed. 

THE OFFICE OF FUNCTIONARIES IN THE YUANYOU ERA 

OF THE SONG 

KUMAMOTO Takashi 

In the seventh month immediately after Lti Dafang g 7;. ~)] had become the 

sole counselor-in-chief in the fourth year of the Yuanyou era (1089), the remonstr

ance official ~ 1lr Fan Zuyu ffiif!ll. ~ expressed his fear of Lti Dafang's autocratic 

rule, and the related incident concerning the Office of Functionaries ~iU~ also 

arose during the gth and gth month of the same year. The details of this incident 

are found in the diary of Liu Zhi l\'i~ ~ who was vice director of the Secretariat 9=t 
i!H*~~ at the time. The Old-Law-Faction government was confronted with a se

vere financial crisis in the Yuanyou period, and due to this fact, cutting back in ev

ery field became an urgent issue. Reducing the number of functionaries ~ :m!, who 

were salaried sub-official functionaries, xuli W ~, attached to the central gov

ernment was one of those measures. 

The establishment of the Office of Functionaries, which was composed of four 

xuli had been carried out by Dafang and it was directly under his control. It can be 

surmised that Dafang immediately presented his own proposals to the emperor 

and received a judgment when final plan to cut the number of staff in the Office of 

Functionaries was drafted. Although this was a critical issue regarding the central 

government, it is difficult to obtain information about the Office of Functionaries. 

This study first documents the establishment of the office in an effort to make a 

closer examination than Li Tao *~ had been able to. As a result of this study, 

the time of the establishment of the Office of Functionaries was almost certainly in 

the sixth month of the fourth year as the dismissal of deputy counselor-in-chief IX 
Jil','**§ Fan Chunren ffi*4!1= left Dafang as the sole counselor-in-chief and created 

the circumstances in which his "despotism" became possible. In relation to this, I 

examined the incident that Li Tao called the "mistaken issuance of the report in 
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yellow to the secretariat" ~!Rw~'!?:Tr:J:lif, which appears in the diary of Liu Zhi ~U 
.,_ Prior to the incident, in regard to the proposal on the functionaries, and prior 

to the presentation his proposals and after the judgment, it is clear that both vice 

directors of the Secretariat and Chancellery r:J:lif · F~Tm11if' had deliberately been 

eliminated from the decision making process. After the incident, the two simply 

provided what was no more than a formalistic consent (~if qianshu). In other 

cases also, the vice directors of the Three Departments :==: 1ifi fJt I&'§ agreed to 

them without ever meeting, and Dafang's simply issuing proposals became the 

standard practice in reality. Although Fan Zuyu never learned of the existence of 

the Office of Functionaries, he still feared Dafang's autocratic rule. The basis for 

his trepidation was twofold: the strikingly negative character of the form of the 

agreement between Dafang and the officials and the unavoidable result of collusion 

with the sub-official functionaries, xuli. It was probably recognized that if the 

counselor-in-chief were able simply to employ the xuli as he pleased, a "despo

tism" beholding to no one (particulary when the post of deputy counselor-in-chief 

was vacant) could easily be imposed. The Three-Department system of the 

Yuanyou era that granted great authority to the counselor-in-chief probably led 

Fuyu to recognition of this fact. In the ninth month of the same year, Fuyu advo

cated a return to the system of secretariat and chancellery that had preceded the 

Three Department system of Yuanfeng. 

ON THE ADMINISTRATION OF MARITIME TRADE 

OFFICES IN THE LIANGZHE REGION DURING 

THE SONG DYNASTY 

YAMAZAKI Satoshi 

Due to the rise of maritime trade following the 9th century, the Song state 

was confronted with the task of newly administrating coastal regions. Maritime 

Trade Offices m ffiB RJ were charged with trade and diplomatic relations within the 
coastal regions during the Song. The chief aim of this study is to elucidate the role 

of the Maritime Trade Offices in the administration of trade by using the 

documents exchanged by those offices. In contrast to most earlier studies of the 

Maritime Trade Offices that chiefly focused on their place in the government, I 

believe it is possible to make clear a new aspect of the administration of the Mari-
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